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まとめの言葉

弦間　正彦(社会科学総合学術院教授)

司会(西原)　本日はお集まりいただきまし

てどうもありがとうございました｡時間が来ま

したので､ただいまから､社会科学部創設40

周年記念シンポジウムを開催いたします｡

まず､全体に先立ちまして､社会科学総合学

術院長大西泰博教授よりご挨拶いただきます｡

大西　本日は､たいへんお忙しい中を､たく

さんの先生方および学生の皆さん方にお集まり

いただき､心からお礼申し上げます｡

こうして､社会科学部創設40周年の記念シ

ンポジウムをここに開催できますことを､たい

へんうれしく思っております｡

さて､社会科学部は､ご案内のように､創設

以来､社会科学の総合化･学際化を大きな目標

として､力強く歩んで参りました｡本日のシン

ポジウムはまさにこのことを再確認するととも

に､今後どのように発展させてゆくかを考える

ための､とても有意義な企画になっていると思

います｡

ところで､私事でたい-ん恐縮ですが､私も

社会科学部にお世話になりましてから30年経

ちますが､その間常に社会科学の総合化･学際

化につき悩み､考えてまいりました｡僧越では

ございますが､その一端を少しばかりお話しい

たしまして､ご挨拶にかえさせていただきたい

と思います｡

私の専門領域は､法律であり､民法でありま

す｡私の尊敬するドイツの法律学者･民法学者

の一人に､イェ-リングという学者がおり､ 19

世紀から20世紀にかけて活躍いたしました｡

そのイェ-リングの言葉に､ Das Zieldes
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Rechts ist der Friede, das Mittel dazu ist der

Kampf､というのがあります｡ ｢法(権利)の

目的は平和であり､それに至る手段は闘争であ

る｣､という意味です｡

私の専攻する法律学そして民法は､自由･平

等･正義･公平･平和を守るあるいは求める闘

いのための思想の体系であり､実践の体系と考

えることもできると思います｡

しかしながら､現代社会の様々な問題に直面

するとき､法律学がストレートに機能するわけ

ではなく､多くの難問を抱えていることも事実

です｡政治的要素や経済的要素などが､複雑に

絡み合っていることも事実です｡

たとえば､法律は､公法と私法という二大体

系に分かれており､これはブルジョア革命後の

近代国家や近代市民社会の要請にもとづくもの

であり､別の言い方をすれば､政治社会と経済

社会との分離を前提に､法体系の構築がなされ

た結果といえましょう｡

しかしながら､たとえば現代社会に生じてお

ります土地問題･都市間題を考える場合に､こ

の二大体系を維持していたのでは､うまくいか

ない場合もあります｡つまり､私法と公法が対

立することがあった場合に､その解消とよりあ

らたな総合化の必要性が生じております｡

具体的には､最近では､景観問題につきこう

したことが問題となっています｡国立のマンシ

ョン事件がそうであります｡マンション自体

は､公法である都市計画法等を遵守した合法的

な建物です｡しかし､景観を損なうということ

で､私法である民法にもとづく差止請求がなさ

れました｡公法にもとづく合法的なものに対す

る､私法による差止請求の正当性が問題となる

わけです｡

こうした対立を解消し､総合化をはかること

は､相当困難ですが､少しずつ学問的作業が進

められております｡

これは､法律学内部での粍しい大きな問題の

一つです｡

あるいは､法律学と外部との関係では､隣接

科学の一つであります経済学との間で問題が出

てまいりました｡たとえば､ 10数年前になり

ますが､土地問題の一つである借地問題が議論

の対象となりました｡ 1960年代に借地の供給

が減少しましたが､近代経済学者の一部の学者

は､この背景には､借地法という倍地権者を保

護する法律があり､やや専門的になりますが､

借地法の中に｢正当事由制度｣があって､借地

人を保護しすぎているからだ､と主張しまし

た｡法律学者も反論し､私も議論に参加しまし

た｡

結論から申しますと､従来の借地法の根幹部

分を維持したままで､あらたに定期借地株制度

を設け､近代経済学者の考えを一部とりいれま

した｡なかなか難しい問題ですが､いろいろ議

論を闘わしながらよりよい制度設計を考えるこ

とがこれからも必要になるものと思われます｡

法律学と経済学の交流という学際化がますま

す盛んになることが必要になる､と思われま

す｡このようなことは､おそらく社会科学部の

先生方の多くの方たちが､大なり小なりご経験

なさり､悩んでこられ､どう教育に生かすか､

どういう形で研究に持ち込むか､たいへんご苦

労なされているものと思われます｡

そこで本日は､まず､社会科学方法論という

たいへん社会科学の総合化･学際化にふさわし

いと思われます講義をお持ちの､ベテランの田

村正勝先生に基調報告をしていただき､その後

中堅の比較的若い先生方にパネラーになってい

ただきまして､社会科学の総合化･学際化につ

き､おおいに議論していただきたいと思ってい

ます｡

このシンポジウムが皆様方にとりまして､実

りのあるシンポジウムとなりますことをお祈り

いたします｡

そして､とくに､このユニークな社会科学部

の学生の皆さん方が､このシンポジウムをきっ

かけにされて､私ども教員が願っておりますス

ペシャル･ゼネラリストへの道を､さらにしっ

かりと歩んでいただきたいと思っております｡

これをもちまして､私のご挨拶とさせていた

だきます｡どうもありがとうございました｡

司会　どうもありがとうございました｡

申し遅れましたが､今日は社会科学部および

社会科学学会の共催というかたちで実施させて

いただいています｡司会はその実行委員会のメ

ンバーであります西原が務めさせていただきま

す｡

それでは､今日の主報告というかたちで｢社
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会科学の現代的課題と大学の使命｣につきまし

て田村正勝先生にご講演いただきます｡ちょっ

とだけご紹介を先に申し上げます｡社会科学部

の中にいる人間にとってはもう知らない者はい

ない先生ですが､外部の方もお招きしています

ので､形式上ご紹介させていただきます｡

田村先生は､多少の個人情報を出してしまい

ますと､ 1945年に松本でお生まれになり､ 1972

年に社会科学部に助手として着任なさったとこ

ろから社会科学部とずっとお付き合いいただい

ています｡この間､ 1986年から88年､学生担

当教務主任､ 88年から90年､教務担当教務主

任､ 1992年から94年､社会科学部長をお務め

で､社会科学研究科､大学院研究科の設立にも

大きな役割を果たしています｡学外におきまし

ては経済社会学会会長､日本経済政策学会常務

理事等をお務めです｡

また著書も､全部ご紹介すると時間がかかっ

てしまうので割愛しますが､一番古いものとし

て1977年に早稲田大学出版部から出された

『経済社会学研究』に始まりまして､数多くの

有名な著書をお出しです｡最近のものを挙げま

すと､改訂になりました『新時代の社会哲学』

とか､ 『見える自然と見えない自然』は2001年

の作ですし､最新のものとしては2003年に出

された『姓るコミュニティ』など､数多くの著

書でも社会的によく知られています｡

今日は田村先生に｢社会科学の現代的課題と

大学の使命｣と遷しまして､総合的な見方を授

供いただきたいと思います｡よろしくお願いい

たします｡

第1部　講　演

田村　｢社会科学の現代的課題と大学の使

命｣についてレジュメに沿ってお話ししたいと

思います｡大きなテーマですので､最初に､い

ったい大学とは何だろうかということについて

簡単に考えてみて､それから､われわれが置か

jtている現代社会がどういうところに位置づけ

られているのかということを考えてみます｡そ

して､そのような大学と社会の歴史的な状況に

鑑みて､社会科学はどのような対応をしてきた

のか､あるいは､どのような反省をしてきたの

かということを見ます｡これらを背景にして

1966年に社会科学部が創設されましたので､

次に社会科学部創設の目的､意義というような

ものを考え､その目的がどこまで達成されたの

か､これをさらに達成するにはどうしたらいい

のかということを考えて､最後にまた､社会科

学の現代的な課題と大学の使命ということでお

話をまとめさせていただきたいと思います｡

(1)大学の社会における定位-学生､研究

者･教育者および職員の共同体

最初に､大学とはいったい何かということで

す｡端的に申しますと､学生と教職員が一体と

なった共同体であるということになりますが､

学生はいったい大学に何を求めているのだろう

かということが､まず基本にあると思いますO

人生の意義についての問い､自己の陶冶という

ことが一番根源的な問いでしょう｡

このことに関して私は思い出すことがありま

す｡いまからたぶん10何年か前に､札幌農学

校のクラーク博士の曾孫さんが日本にいらっし

ゃいました｡彼はびっくりしたことが二つある

と言いました｡一つは､ "Boys, be ambitious!

をだれでも知っている｡日本で｢少年よ､大志

を抱け｣という言葉を知らない人はほとんどい

なかった｡これは非常にびっくりしたというの

が一つです｡ところがもう一つびっくりしたこ

とは､その次に続く言葉を知っている人はほと

んどいなかった｡これもびっくりだというので

す｡その次に続くのは､ "notformoney , "not

for fame"､つまり富や名声のためではなく､

"for the attainment of all that a man ought to be ､

わかりますia｡ ｢自己の陶冶のために､少年よ､

大志を抱け｣です｡それは富やつかの間の名声

のためではなく､自己の陶冶のためにと続くわ

けですが､これを知らなかったというのでびっ

くりしたというのです｡いずれにしましても自

己の陶冶ということが根源的な問いかけだろう

と思います｡

ただし､大学が大衆化しました｡それと同時

に学生のほうも大学に求めるものは､社会へ出

るパスポートである｡さらには､いい企業に就

職するためのパスポートであるというような考

え方も広まってきました｡しかし､そのような

風潮に流されている学生といえども､いま申し

ました自己の陶冶に無縁な学生がいるはずはな
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いので､そういうことに無関心に時流に涜され

ている学生には､自覚させることが極めて大事

ではないかと思います｡

では､自己の陶冶に資する学問とはいったい

何か｡専門的なさまざまな知識を勉強すること

によって､そのプロセスで自己を陶冶すること

はもちろんあるでしょう｡しかしもう一つ､自

己陶冶に資する学問があります｡ヤスパースが

｢狭義の科学｣と｢広義の学問｣と分けていま

すが､広義の学問は､ "die Idee eines Wissens

に導かれるという｡すなわち､一つの知識とい

う理念に導かれた諸科学の共同､諸科学の統

一､これこそが生とは何かについて考察し､あ

るいは自己の陶冶に資する学問である｡われわ

れはこの両方を追わなければならないのだろう

と思います｡

次に､社会はいったい大学に何を望んでいる

のか｡社会の根源的な要請は何か｡そもそも憲

法で学問の自由が保障され､そのコロラリーで

大学の自由が保障されているというのは､いっ

たいどういう意味だろうか｡人間の社会である

以上､どこかに利害関係抜きの､あるいは時代

の流れにおもねることなく､純粋に真理を探求

する時空間がぜひとも必要だ｡それを保障する

ために憲法で学問の自由を保障しているわけで

す｡したがって､われわれは時代の流れにおも

ねることなく時代を批判的に認識しなければな

らない｡これは極めて大切な点だろうと思いま

す｡

しかし､この点も大学のパスポート論と並ん

で最近では､大学は社会に役立つ人間を､しか

も企業に役立つ人間を養成して欲しいというこ

とがあります｡これも一理ありますが､企業に

役立つ人間というのはどういうことか｡専門的

な知識とか実用学はもちろん役立ちますが､も

っと根本的に役立つとなると､やはり時代の流

れをきちんと見つめて､自立して､批判的な日

を持っている人間｡こういう人材が企業の縁の

下を支える､あるいは社会の縁の下を支えると

いうことだろうと思います｡そのような学生の

根源的な問いかけ､それから社会の根源的な要

請に応えられる大学とは何かということが問題

です｡

基本的には､最初に申しましたように､学生

と教職員が三位一体となって共同体を形成し､

それを持続させる中で､いま言った二つの根源

的な問いに答えていくことだろうと思います｡

とりわけわれわれ教員としては､真剣な教育者

である姿勢を持ち続けると同時に､よい研究者

である姿勢を持ち続けなければならないと思い

ます｡研究と教育は一体です｡一生懸命研究し

てもなかなか理解が深まらない｡学生に数え

て､どうしてこれが分からないのだろう等々と

いうことに出くわした時に､そうか､自分の理

解が深くなかったんだ､あるいは間違っていた

んだということに気づかされることはたびたび

です｡したがって､特にわれわれ教員は､よき

教育者であると同時によき研究者であるという

姿勢を持ち続けなければならないだろうと思い

ます｡

(2)歴史における｢現代｣の定位-近代の

軌跡と危機

近代化に対する悲観的な診断

次に歴史における現代の定位について考えて

みます｡いったい現代とはどういう時代なの

か｡ご案内と思いますが､すでに1920年代か

ら30年代にかけてマックス･ウェーバーが､

合理化がどんどん進むと｢精神なき専門家｣

｢心情なき享楽家｣が蔓延してくると言いまし

た｡どういうことか｡合理化が進むと個人は合

理的に自由を追求しようとする｡そのためにま

すます専門家､スペシャリストになろうという

ことになる｡しかし､そのことによって人間の

本来的に持っている全人性を失っていく｡その

ことで｢精神なき専門家｣ ｢心情なき享楽家｣

になる｡他方､社会のほうも合理化が進んで官

僚制化する､あるいは機械化する｡その結果､

各人はスペシャリストとして､社会という大き

な機械の-歯車として組み込まれる｡それゆえ

自由を追求すればするほど､自由を失ってい

く｡これは逃れようがない｢鉄の艦｣だとウェ

ーバーは診断しました｡残念ながら､この彼の

診断がある程度的申してきています｡

ゾンバルトも同様に､合理化が進んで人間は

人間を離脱する｢人間離脱病｣にかかってしま

うと言明した｡合理的な思考によって信仰心を

失う｡それは人生の意味を考えなくなること

だ｡自然との関係､あるいは人間と人間との関

係が薄くなって砂粒の関係になる｡それはまさ
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に人間離脱病なんだと｡しかも今日ますますそ

うですが､われわれは理論や情報の洪水に押し

流され､それにとらわれて自由な思考ができな

くなってくる｡これによって迷信や因習､慣習

にとらわれていた近代以前の人々よりもさらに

自由を失う｡このようにゾンバルトは診断を下

したのですが､残念ながら､これもある程度的

申してきているのが現状ではないかと思いま

す｡

私はそのような観点も含めてもう少し広く､

われわれの文明史的な流れから､いったいわれ

われはどこにいるのかということを考えてみた

いと思います｡要するに近代文明の危機につい

てですO　これに関してはレジュメの4ページに

図解しておきましたので､これをご覧いただき

ながら開いていただきたいと思います｡

危機に立つ近代文明

近代文明というのは近代化がもたらした文明

です｡ポイントは三つあります｡物事を合理的

に科学的に考えること｡工業化を進めること｡

そして民主化を進めること｡この三つにちょう

ど対応しまして､われわれは近代化から｢三つ

の人間解放｣というプラスを得たわけです｡そ

れらは｢精神的抑圧からの解放｣ ｢絶対的貧困

からの解放｣ ｢政治的社会的抑圧からの解放｣

です｡しかし三つの人間解放がすぼらしいから

といって､これらを余りにも短兵急に直線的に

追い求めてきた結果､今度は近代化のマイナス

の部分が次第に大きくなってきた｡これが｢三

つの破壊｣です｡少し強い言葉ですが､ ｢自然

の破壊｣ ｢地域共同体の破壊｣ ｢精神と文化の破

壊｣｡このマイナスがいまやだんだん大きくな

ってきて､せっかくの三つの人間解放のプラス

をぬぐい去ってあまりあるほどになってきてい

ます｡

したがって､われわれはこのままの､従来ど

おりの近代文明の歩みを続けていくことができ

ない｡ここでどうしても方向転換しなければい

けない｡まさに言葉の正しい意味で｢危機｣に

陥っているわけです｡危機､ crisisはギリシャ

語のクリノー(fcpivco)から出ていますが､こ

れは分岐という意味でして､クラッシュではな

い｡ただ､分岐点にさしかかって､選択を間違

えるとクラッシュしてしまう｡クラッシュしな

いように新しい方向を早急に模索しなければな
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らないのですが､どこから手をつけたらいいの

か｡

近代文明をもたらした究極には､二つの根本

的な問題があります｡一つは経済主義のイデオ

ロギーです｡思想的には｢経済主義のイデオロ

ギー｣が近代文明をもたらしました｡ 20世紀

においては､社会主義か自由主義かというイデ

オロギー闘争で1世紀の間､人類は血を流しま

した｡しかし､これはある意味でいえば､ "同

じ穴のむじな"で､この双方に通底しているの

は経済主義のイデオロギーです｡物質的に豊か

になれば､人間はそれで幸せになるというイデ

オロギーです｡これがいま問題で､根底にある

このイデオロギーを変えないかぎり､人類の破

滅は日程にのぼってきたというのが現実です｡

もう一つ近代文明をもたらしたのは､制度的

には中央集権国家体制だろうと思います｡もち

ろん持ち場､持ち場で一人びとりが頑張って近

代化を進めてきました｡その成果もありまし

た｡しかしながら､ドイツも､フランスも､イ

ギリスも､またその真似をした日本も､近代化

に関しては政府､中央集権国家が旗振りをし

て､そらやれ､そらやれと来たわけです｡その

成果も大いに出ましたが､いまや同じ方向に行

くとマイナスのほうがはるかに大きくなるとい

う状況になってきています｡この中央集権体制

をどうしても変えていかなければいけないとい

う状況が､現在の状況だろうと思います｡

そこで､レジュメの1ページにお戻りいただ

きまして､そのような中央集権体制を突き崩す

動きがすでに始まっています｡一つは､グロー

バル化というかたちで国家の垣根を次第に小さ

くしていこうという動き｡もう一つ､国内では

ローカル化というかたちで中央集権体制を突き

崩す動きが出ています｡

ところでグローバル化に関しては､極端な言

い方をすると､良いグローバル化と悪いグロー

バル化がありますO悪いグローバル化とは何か

というと､経済主義のイデオロギーを世界大に

広めようとしているグローバ)i,化です｡これま

でアメリカが先頭に立ってやってきたグローバ

ル化ですね｡これによって先ほどの三つの破壊

という弊害が世界大に広がってきています｡そ

こで､それを潰和し､取り去り､何とかしなけ

ればいけないという｢もう一つのグローバル
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化｣が出てきましたoそれは国境を越えたボラ

ンティア運動です｡これもいま大きく広がって

きています｡いずれにしましても､このような

二つのグローバル化によって､いま中央集権国

家の垣根はどんどん低くなりつつあります｡

他方で､ローカル化も進んでいます｡ローカ

ル化が中央集権国家体制を崩していますが､こ

れが進む理由は二つあります｡一つは本当の民

主主義をつくるためです｡本当の民主主義とは

何か｡民主主義というのは｢支配者と被支配者

の一致｣ (カール･シュミット)ということで

す｡今日のように中央議会で､あるいは中央政

府で､あるいは官僚が法律をつくってというの

は､本当の民主主義ではありません｡本当の民

主主義とは､政治と行政の中心が自分たち住民

のすぐ近くにある｡そのことによって住民参加

の｢参画型民主主義｣が生まれます｡今その参

画型民主主義をつくろうということでローカル

化､地方分権化が進んでいると考えられます｡

もう一つは､ローカル文化を見直すというこ

とでローカル化が進んでいます｡それは何かと

いうと､もともと国家文化というのはないので

す｡日本文化､フランス文化というような国家

文化はなかった｡国家文化とは中央集権国家を

つくる時に創作したものでして､本来は会津文

化であり､薩摩文化でありといったローカル色

豊かな文化です｡ドイツでもミュンヘンとハン

ブルグでは全然違います｡そのようなローカル

色を削って国家文化をつくってきたけれど､ 60

年代のヨーロッパからその反省が始まりまし

た｡本当の文化国家というのは､そんなのっべ

らぼうなものではない｡ローカル色豊かな文化

がいっぱい詰まっている社会や国家が大切では

ないか｡そういう反省が始まりまして､現在､

世界のいたるところでローカル文化を再興する

というローカル化が進んでいます｡

このようにグローバル化とローカル化の両方

でもって中央集権国家体制が突き崩されて､新

しい方向へ向かおうとしているというのが現在

の歴史的な状況だろうと思います｡

(3)社会科学の反省

社会科学の専門特化

では､先に述べた大学に対する根源的な要請

と､このような文明史的な現代の状況に対し

て､いったい社会科学はどのように対応してき

たのか｡あるいはどのような反省をしてきたの

か｡こういう点について次に考えてみたいと思

います｡

自然科学､社会科学にかぎらず､両方とも科

学を推進するのはラチオ(ratio)､悟性です｡

われわれの認識には､センスス(sensus)つま

り感性による認識､第二に悟性による分析的な

認識､それともう一つ､総合的な認識つまりイ

ンテレタトゥス(intellectus)による認識があ

ります｡科学というのはこのうちのラヂオ､す

なわち悟性による分別認識が形成するもので

す｡

したがって科学の発展は､分別され枝分かれ

し､どんどん専門特化するというかたちで発展

してきました｡近代の出発点における学問､た

とえばイギリスでは遺徳哲学､あるいはフラン

スでは社会哲学､ドイツでは法哲学というのは

総合的な学問でした｡これらから次第に社会科

学､諸科学が枝分かれするというかたちで､社

会諸科学が展開してきました｡これは科学の一

定の発展として認めざるをえないところです

が､そのことが一つ大きな弊害をもたらしてい

ます｡それは現象をトータルに把握する科学が

なくなってしまったということです｡自然科学

であれ､社会科学であれ､現在の科学はすべて

が部分的な認識で､その部分の最適化を図ると

いうことになってきています｡

その結果どうなったか｡部分的な認識､その

部分を最適化してきた結果､先ほど申しました

ように近代文明がこのまま行くと､いよいよ人

類の破滅､あるいは｢宇宙船地球号｣の沈没と

いう事態が差し迫ってきたということになりま

す1970年代にボールデイングはそのことを､

｢悪魔は部分の最適化である｣と述べました｡

社会科学もこれを､何とか克服しなければいけ

ないという動きを､ 60年代ぐらいから反省と

して展開してきたわけです｡

経済学の限界

いくつか例を挙げます｡経済学における価値

判断抜きの経済諸量の関数的､力学的分析は､

それでいいのだろうか｡社会の悩みに応えられ

るのだろうか｡現実は学問よりもっと進んでい

ます｡たとえばWTOはご案内のように自由貿

易を推進するための国際機関です｡ GAITが発
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展してWTOができました｡ところが､自由貿

易が進むと労働条件の下向きの競争が政界大に

広まってしまう｡あるいは､環境破壊もかなり

大きくなる｡そこで､本来は自由貿易を推進す

るためのWTOという国際機関に､労働委員会

とか環境委員会などが設定されたわけです｡そ

ういうことからも分かりますように､経済はた

だ効率を追っていればいいというところから脱

出しなければいけない､という反省がとうに出

ているわけですO

特に経済学は､物理学をお手本として厳密な

理論モデルをつくろうという､もっとも自然科

学的な社会科学です｡その場合には､カッコ付

きでなければそのような厳密な自然科学的な理

論はできないわけです｡いわゆるセテリス･パ

リブス(ceterisparibus)つまり｢他の事情に

して等しいかぎり｣というカッコを付けて厳密

な理論をつくる｡しかし現実に､他の事情が等

しいなどという現象はないわけです｡だから､

そのカッコを外していかなければいけない｡つ

まり､経済学は経済学の枠を超えてトランスデ

ィシプリン(transdiscipline)になっていかな

ければならないという反省が､もうすでに60

年代から始まって展開しているということで

す｡

政治学の再考

さらに政治学でも同じことが言えます｡政党

政治論とか議会制民主主義論とかいろいろある

でしょうけれど､これについても考えますと､

政党政治がたしかに議会制民主主義をプッシュ

したという面もありますが､この政党政治の発

展が議会制民主主義を形骸化させています｡議

会制民主主義というのは3本柱､自由討論の原

理､代表制の原理､多数決の原理ですが､政党

政治が発展すると､その中の多数決の原理しか

残らないわけです｡これでは議会制民主主義は

形骸化しますO　これもすでにマックス･ウェー

バーが見通したとおりですO　だいたい議会とい

うのは多数党の結論に決まっている｡少数派が

重んじられるなどということはない｡結論は決

まっているのにわれわれの税金を使ってやって

いる｡あれは詐欺行為だ｡それが言い過ぎなら

ば茶番劇だ｡そういうふうにすでにウェーバー

は言っていたのですが､まさにそういう状況が

ひどくなっています｡
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他方で国家も法治国家から行政国家に変わっ

て､われわれの面倒を政治的に見てくれるとい

うことになると､社会のほうは利害関係を異に

する多数の集団に分裂し､そして自分たちの代

表を議会に送り込んでパイの分捕り合戦をす

る｡すべてが政治問題化してくる｡そうなる

と､ありとあらゆることを国会で決めるなどと

いうことはできませんから､実質的には､官僚

政治になるということです｡こういった問題を

従来の政党政治論や議会制民主主義論でどのよ

うに扱うのだろうか｡これらを捉えるために

は､これまでの政治学の枠組みを超えて､経済

や法律を考え､さらには政治思想､政治哲学､

社会哲学というような方向にトランスしない

と､もうこのままではいけないという反省も政

治学の中では､ずいぶん出てきているのだろう

と思います｡

企業の営利性と社会的資任

さらに商学に関して申しますと､ここではや

はり企業の営利性と社会的着任ということが一

番問題かと思います｡最近はアメリカナイズさ

れた大企業が株主利益を大きくする｡この数年

間で配当を3倍に増やしています｡そうなれば

なるほど逆に､いったい企業とは株主のものな

のか､それはおかしい､企業はステークホルダ

ー(stake-holder)のものだという声が大きく

なってきた｡ステークホルダーというのは関係

者すべてですね｡関係者すべてのものだ｡従業

員､経営者､株主､また消費者のものでもある

し､さらにはその企業と関係するすべての他の

企業のものである｡そういうステークホルダー

のものではないかと考えられます｡

そこで企業はコンプライアンス(法令順守)

はあたりまえだけど､それに加えて社会的責任

を果たさなければならないということが明らか

になってきました｡それどころか最近は､フイ

ランスロピー､慈善事業､あるいはメセナ､文

化事業もしなければいけないということになっ

てきています｡つまり､商学は商学を超えて､

営利と遺徳の両立を図るためにはどうしたらい

いかという学問にならざるをえないというとこ

ろまで､いま展開してきているのだろうと思い

ます｡

その点に関して私はいまでも鮮明に覚えてい

ることがあります｡私は社会科学部の最初の助
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手になったわけですが､その時に岡揮さんと佐

藤さんと私の3人で助手になって､一緒の助手

室で社会科学の将来とかいろいろなことについ

てお話ししたことがあります｡その時に佐藤さ

んに専門の会計学ってどういう学問ですかと開

いたことがあります｡佐藤さんは､会計学とか

簿記というのはただ単に数字を見て計算するの

ではない｡その数字の背後にある､例えば中小

企業の従業員の汗と涙の結晶を見る｡あるいは

極端な場合には､その経営者がなぜみずから命

を断たなければいけなかったのか､それがその

数字に表われている｡そこを読み取るのが会計

学であり簿記なんだと言いました｡なるほど､

それならば会計学や簿記というのは商学ではな

し､ね｡総合的社会科学だと思いました｡そうな

らなければいけないはずです｡そのように商学

は商学を超えることによって､意味のある現実

の科学になりうるということだろうと思いま

す｡

合法性と正当性

さらには､法律についても同じことです｡い

ま主流は法実証主義の法学ですが､そこで問題

になるのは｢合法性｣と｢正当性｣の混同とい

うことではないか｡ここでレジュメでは例を一

つ､ ｢水俣的構造｣ということで挙げています｡

水俣病はチッソ水俣が有機水銀を流している｡

それが水俣病の根本原因であることはかなり前

から明らかでした｡この間お亡くなりになられ

た字井純さんなどがそれを常に告発していたわ

けです｡ところが当時の厚生省と通産省は､も

っと広い範囲の検証が必要であるということで

有機水銀垂れ流しを規制する法律をつくらなか

った｡その結果､水俣病が公害病と認定される

のに12年もかかってしまったわけです｡チッ

ソ水俣工場は､合法的であるということで有機

水銀を海に流していました｡

合法的であるということは必要条件であるけ

れども十分条件ではない｡それにもかかわら

ず､あたかも合法的であることが必要十分条

件､つまり､合法性と正当性が同じことだとい

うふうに認識される｡そのことによってさまざ

まな社会問題､もちろん今日のアスベストもそ

うですし､法律と医療問題など､さまざまあり

ますが､そういう問題が展開しています｡実定

法の背後にはもっと普遍的なものがあるのでは

ないか､ということを考えなければなりませ

ん｡

そこで､例えばカウフマン(A.Kaufmann)

は｢法の存在論的性格｣ということを強調しま

す｡その法の背後には普遍的な意思､ボロン

テ･ジェネラル(volontegenさrale)を見なけれ

ばいけない｡あるいは倫理的な価値観があるは

ずだ｡そこに目をやらないで､実定法だけで考

えてはならないということを言っています｡さ

らには､実証主義法学のチャンピオンの一人で

あるケルゼン(班.Kelsen)も､そこに最小限

の形而上学が不可欠だという｡経験の中にない

根本規範､これをグルントノルム(Grund-

norm)と言っていますが､グルントノルムを

前提にしなければならないと言っています｡た

だ､このグルントノルムが何かということに関

しては見解の相違があります｡私は個人的に

は､レジュメの4ページの最後に書いたような

ことがグルントノルムに入るのではないかと思

っています｡

レジュメの4ページの最後をご覧ください｡

｢倫理と遺徳と聖なるものの回復｣という箇所

です｡ ｢文化や信条や宗教の相違を超えた共通

な生の条件と痛みの回避とを蔵重視する倫理､

道徳｣であり､生の条件と痛みの回避というの

は自然的条件と人間的な相互扶助の双方です｡

これは実定法にあろうとなかろうと､グルント

ノルムではないかと思います｡

さらに､その次の｢聖なるもの｣もそうでし

て､ ｢自然に対する畏敬の念｣｡畏敬の念という

非法律的な言葉を使っていますが､ ｢見える自

然｣に対しては単なる機械論的な見方だけでは

なく､エコロジー的な観点からきちんととらえ

る｡それから､その自然の背後にある聖なる意

味も考える｡それが｢見えない自然｣に関する

思考です｡つまり自然総体の持続する命がある

ということについて考えることですが､自然と

いうものについてどういう観念を持つか｡少な

くとも近代以前の人類は､自然についての一定

の観念､聖なる｢永遠の命の物語｣を持ってい

て､それによって自然破壊を抑えてきた｡今日

もう1度そういうものを見直さないかぎり､こ

こまで破壊された自然は立ち直れないのではな

いか｡これも私はグルントノルムの一つではな

いかと考える次第です｡これは個人的な考え方
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ですが｡

内観的考察と外観的考察

5番目は社会学に関して言おうと恩いました

が､社会学は広くてきりがありません｡少子高

齢化社会､コミュニティケアの問題､過疎､過

密､コミュニケーション等ありますが､いずれ

にしましても従来の社会学の枠を超えて､単な

る相互行為理論､あるいは形式社会学や総合社

会学を超えて政治や経済の領域にまで入ってい

かないと､こういった問題にアプローチできな

いだろうと思います｡

また､この学部では地域研究が盛んですが､

地域研究に関しても複眼的な見方をしなければ

いけないと思います｡まず､その地域全体を鳥

糎図的に眺めて､いったいどういう位置づけに

あるのかということをとらえる｡これも非常に

重要です｡たとえばアジアは､いま世界でもっ

とも経済発展が華々しい｡その実態をとらえて

その意味を考えることも大事ですが､もう一

つ､そこの住民の目線になるべく近づいていっ

て､そこからもう1度､何が見えるかという

｢内観的な考察｣というのが極めて重要だろう

と思います｡

レジュメでは水俣的構造という言葉がまた出

てきます｡これは先ほどの｢水俣的構造｣のも

う一面についてです｡どういうことか｡あのチ

ッソ水俣という企業は当時､日本では最高の企

業でした｡あの企業から現在の旭化成等々が派

生してきています｡最高の工場が熊本の水俣に

来るというので､みんな大喜び｡その結果､地

域の家計所得は上がって生活は楽になりまし

た｡ところがそこで有機水銀を流しているか

ら､その魚を食べたネコがおかしくなり､漁師

たちも体がおかしくなった｡どうもあのチッソ

が来てからおかしいということがわかってきた

けれど､それを声に出して言えない｡なぜかと

いうと､チッソが来たから水俣はこんなに発展

したんではないかとみんな大喜び｡そこでチッ

ソの悪口を言うことは村八分になるという状況

でした｡そのことからもまた､先ほど言った､

公害認定が遅れたということにもなるわけで

す｡

このような水俣的構造がいまアジアにいっぱ

いあります｡たしかに鳥粧図的に見たらアジア

の経済発展はすぼらしいけれど､その結果､小

7'

児ぜんそくで苦しんでいる子供､それを見てい

る親たちがいる｡そこから見たら､いったいこ

の経済発展はどのように見えるのだろうか｡地

域研究では､そこにもしっかり光を当てて､そ

の人たちの声を汲み上げることも大事ですO単

なる外観的な地域研究ではなくて､やはりトラ

ンスしていかなければいけないということでは

ないかと思います｡

ちなみに､カール･レ-ヴイツト､彼はハン

ナ･ア-レントとかハイデガーなどとドイツで

一緒に勉強した哲学者ですが､この人が戦前に

東北大学で哲学を教えていました｡太平洋戦争

が始まる時にドイツに帰ったのですが､その時

にこういうことを言いました｡ヨーロッパでは

近代文明､近代化のマイナスということは十分

承知していた｡だから､近代化はなるべく時間

をかけてゆっくりやる｡ 250年から300年かけ

てやった｡ところが日本はたったその3分の1

の100年､明治維新以降100年でやろうとして

いる｡これに成功したら大変な悲劇がもたらさ

れるであろうと言って帰ったのですが､そのと

おりでした｡日本の近代化の第1段階は広島と

長崎の原爆で終わりました｡

問題は､いま東アジアは日本が100年でやっ

たことを､日本の企業や世界の企業が行って､

たった30年でこの近代化をやろうとしている

点です｡これに成功したら大変な悲劇が起きる

だろうと思います｡そういう悲劇は上から見て

いたのではわからないのです｡住民の目線に近

づいてみることが極めて重安だと思います｡

社会科学の総合化

社会科学は､このようないろいろな事態に遭

遇して反省してきました｡そこで60年代に移

るころロータッケル(E.Rothacker)の言葉で

いうと､ ｢社会科学の総合化｣すなわち｢総合

への転換｣が起きました｡そのために従来の社

会科学とは違って､ ｢社会システム論｣という

学問で従来の枠組みを超えた学問をつくろうと

いう動きが出てきました｡そこで例えばボール

デイングは従来の社会科学の枠組みを全部取り

払って｢ポピュレーションシステム｣､これは

集団システムということですが､それから｢交

換システム｣ ｢脅迫システム｣ ｢学習システム｣､

この四つのシステムですべての現象をとらえて

いくという学問をつくろうとした｡その他いろ



72･

いろな動きが出てきます｡

社会システム論も展開してきて､いま皆さん

が勉強しているルーマンの｢オートポイエーシ

ス｣という考え方も出てきました｡すべてをシ

ステムと環境の相互作用というところでとらえ

ていこうという考え方です｡

それに反して毛色の違うのは､アドルノやホ

ルクハイマ-が社会システムの総合性は形式な

んだと批判した｡もっと根本的に見ると個と全

体の｢相互否定的全体｣が見えるという｡個人

は自由に生きようとすると社会全体に拘束さ

れ､ぶつかる｡社会はその個人によってともす

れば侵害される｡そのように社会と個の相互否

定的全体性というものがあるOそれが一番根本

にあって､ここからすべての社会現象が生じて

きている｡その相互否定的全体性の仮の姿とし

て現象が出ている｡そういうことをきちんと捉

えることが全体的な把握だ､というふうに展開

したのがアドルノやホルクハイマ-です｡

いろいろな考え方が出てきたが､学際的な思

考により､政治学と経済学とを結びつけて政治

経済学､ポリティカル･エコノミーに戻そうと

か､あるいはソシオ･エコノミクスにしようと

か､こういう動きが一般的となってきていま

す｡

(4)社会科学部の創設と社会科学の総合化

-初めての｢社会科学部｣創設

理論･政策･歴史の総合的理解

1966年に社会科学部が誕生した時にはこの

ような学問的､歴史的な背景がありました｡し

たがいまして､社会科学部の創設の目的と意義

はどこにあったかというと､三つあります｡一

つは､時代の認識をはっきりしよう｡近代文明

の功罪に関する認識をしっかりしよう｡これが

一つです.第二は､社会科学の総合化､学際的

な研究をどんどん進めよう､インターディシプ

リン(interdiscipline)､あるいはトランスディ

シプリンな研究を進めようということ｡もう一

つは､学問はみんなに開かれたものであるべき

で､社会人にも開かれた学部にしようというこ

とでした｡

このような方向は正しいと思います｡なぜか

というと､このようなわが社会科学部の方向は

現在では早稲田のすべてのほかの学部が取り入

れています｡端的にいうと模倣しています｡そ

ればかりでなく､まず模倣したのは広島大学で

す｡その次には東大､それから大阪大学という

ふうに､みなこういう方向を取り入れて新しい

学部をつくってきました｡この方向性は正しい

と思いますが､いったい十分な成果を得ている

か｡このへんは考えてみなければならないと思

います｡

レジュメには先ず時代認識について理論､政

策､歴史の一体的な把握とありますが､これは

どういうことか｡理論というのlア'削こ現実のフ

アクツの後追いです｡例えばインフレという現

象が起きたら､それを振り返ってなぜインフレ

になってしまったのかということを､因果諭的

に説明するのが理論です｡その理論が探求され

るのはなぜかというと､その理論を応用して､

将来に向けてインフレを退治するためです｡つ

まり理論に基づいて政策を導入するためです｡

ところが､この理論は過去のフアクツに基づ

いた理論です｡政策は将来に向けての政策で

す｡そうすると当然､過去の理論が想定してい

た以外のいろいろなフアクツが将来どんどん入

ってきます｡したがって､政策は必ずしも成功

しません｡ AからBを目指した｡それにもかか

わらず現実はAからCへ動いてしまった｡そこ

でCの時点に立ってまた反省する｡なぜAから

Bへ行かずに､ AからCへ来てしまったのだろ

うか｡そこで新しい理論が展開されます｡そし

てまたその理論を応用して政策が導入される｡

そういうかたちのトライ･アンド･エラーの軌

跡が歴史を形成しています｡理論と政策の歴史

の一体的把握とはそういうことです｡そのよう

にして近代社会の功罪を考えていこうというの

が一つです｡

矛盾を内包する学際的思考

さて社会科学のメーンである学際的思考とい

うのは言うはやさしく､行うは難い｡なぜそう

なのか｡例えば政治経済学と言っても､経済は

効率追求です｡ですから､創意工夫が大事で

す｡それゆえ経済の根本基盤は自由です｡正義

でいうと｢交換の正義｣｡ 10働いた者には10

を､ 5しか働かない者には5をという交換の正

義です｡ところが､このような交換の正義､自

由の原理だけで社会をつくると弱肉強食になり

ます｡そこで政治は何をするかというと､それ
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を修正するために分配の正義､必要に応じて分

かち与えるという｢分配の正義｣を取り入れ

る｡つまり､これは平等の原理です｡政治の要

諦は平等です｡経済の要諦は自由です｡これら

は相矛盾しますO　これを同一平面上でインター

ディシプリンな学問にしようとしても､そう簡

単なことではないわけです｡したがって､方向

性は正しいけれども､いままで十分な成果を上

げたとは言い難い｡いったいどうしたらいいの

だろうかというのが次の間篭です｡

それが｢社会現象とその意味の探求｣という

ことになります｡現象と現象の背後にある意味

の総合的考察となります｡ご承知のようにマッ

クス･シェ-ラーがわれわれの知識を三つに分

けた｡一つは｢支配の知直errscha耗swissen)｣｡

社会現象であろうと､自然現象であろうと､こ

れを人間の意のままにコントロールする知識で

す｡それゆえ支配の知であり､これは科学に課

された知です｡それに対して｢本質の知

(wesenswissen)｣というのは､現象をコント

ロールするのではなくて､社会現象や自然現象

の背後にある意味をきちんととらえる知であ

り､考これは哲学の知です｡ではそのような支配

の知と本質の知だけで人類は幸せになれるかと

いうと､そうではない｡どこかに心の救いのた

めの知､ ｢救済の知(Erlosungswissen)｣とい

うのがどうしても必要です｡これは宗教に課せ

られたものだろうと思います｡このようにわれ

われの知は三つが総合化されたものです｡いま

申しました難しい社会科学の総合という課題に

は､このような人間の三つの知のレベルにおい

てアプローチすることができないだろうかとい

うのが私の考え方です｡

科学とパラダイム

第-に思想や哲学と社会科学の結合｡別な言

い方をすると､科学的な認識の相対化というこ

とです｡真理という言葉を意味するギリシャ語

のアレティア(&見解etα)は､アというのは

ノットという意味です｡レティアは､レトスで

カバーo　つまり､カバーが取り除かれているこ

とが真理です｡これは英語のdiscoveryもそう

ですし､ドイツ語のEntdeckungも同じです｡

従来､真理というのは､その真理を覆っている

カバーが取り除かれると､そこで真理が明らか

になると考えられてきた｡それでもなおカバー
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に覆われているから､そのカバーを取り除くと

さらに深い､あるいは大きな真理が明らかにな

る｡このように真理というのは漸進的に明らか

になると考えられていました｡

ところがトマス･クーンが､いや､それは違

う､科学的な知は必ず一定のパラダイム､すな

わち｢ものの見方や考え方の基本的な枠組み｣

を前提とし､これに基づいて科学的な体系が成

り立つという｡科学の進歩は､そのパラダイム

が転換することによって別な科学知が展開する

というふうに発展することを明らかにしたわけ

です｡基本的にはこれはカントの純粋理性批判

の応用だろうと思います｡

カントによると認識は､人類に共通かつ普遍

的な｢時間･空間という先験的な感性の形式｣

と｢12の先験的な悟性のカテゴリー｣とを､

対象に当てはめることにより成立するという｡

クーンはこのようなカントの｢人類に普遍的な

色眼鏡｣の替わりに､ ｢普遍的ではないパラダ

イム｣を提示し､認識の普遍性を否定したので

す｡

ギリシャの昔､いまでも同じですが､綿と鉄

を落としますと､当然､鉄が早く落ちます｡細

は遅く落ちます｡なぜ細が遅く落ちて､鉄が早

く落ちるのか｡ギリシャの自然哲学を読むとあ

のギリシャのパラダイムはどうであったか分か

ります｡すべての物体はふるさとを持つ｡そし

て､みんな､どの物体も急いでふるさとに帰り

たい｡鉄のふるさとは一番違いから急いで帰

る｡細のふるさとはすぐ地表だ｡だから､ゆっ

くり行ってもいい｡このように説明していたの

ですO　うん､なるほど｡だけど､ぼくはこれを

読んだ時､ぎょっとしました｡地球のコアはニ

ッケルと鉄からなる｢NiFe核｣ですから､鉄

のふるさとはたしかに一番遠い｡そんなこと､

ギリシャ人はどうやって分かったんだろう｡分

かったかどうか分からないけれど｡

しかし､今度はそれではどうしても説明のつ

かないことが起きました｡そこでスコラ哲学の

体系に入って､今度は天動説が唱えられるよう

になったのです｡やがてこれがまたパラダイム

転換して古典物理学に入って地動説になり､さ

らにパラダイム転換が起きてアインシュタイン

やハイゼンベルグの相対性理論になってきたわ

けです｡このように転換してくるのが真理だと
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いうことです｡

科学知の相対化

問題は､そのようなパラダイムを前提とし

て､現象を因果論的に説明し､研究するのが科

学ですが､パラダイムそれ自身については､科

学がそれを全然考えないことはないけれど､そ

んなに考えない｡単なる因果論を唱える｡した

がってそのパラダイムの背後にある理念あるい

は時代精神(Zeitgeist)について科学はほとん

ど考えない｡哲学はそこを考えます｡いったい

科学的真理､その背後にある時代精神は何なの

だろうか｡パラダイムはいったい何なのだろう

か｡それを研究するのが哲学です｡それゆえ､

もともと科学というのは掘り下げていくと当

然､哲学まで行きます｡そのディメンジョンま

で来ると､先ほど言った科学のレベルで矛盾し

ている政治学と経済学も統合することができる

のではないかと思います｡

そういうものを抜きにして科学だけを考えた

ら､理解は浅いと思います｡例えばいま市場経

済が非常にはやっていますが､考えていくとJ

これはもともとプロテスタンティズムの考え方

です｡神に選ばれた者だけが救われるという

｢予定説｣です｡これから適者生存､予定調和

という考え方ができて､これが市場経済の枠組

みをつくっています｡あるいは､門外漢はこう

いうことをあまり言わないほうがいいのでしょ

うが､ダーウィンがなぜイギリスで出てきた

か｡ダーウィンの前は､自然に関しては｢自然

前成説｣､あらかじめ神が全部つくっていたと

いう自然前成規と､ダーウィンのように､い

や､自然はあとからだんだん出てきたという

｢自然後成説｣と､この二つが朝二分していた

わけです｡しかし､ダーウィンが出てきて決定

的に進化論が支持されるようになりました｡ダ

ーウィンはプロテスタントの枠組みの中で考え

ていったのだろうと思います｡そのように科学

の背後には必ず思想なり理念なり時代精神とい

うものがあります｡ここを考えることが大事だ

ろうと思います｡

科学と哲学

ところが哲学はもう一つ､それぞれの時代の

時代精神や理念を考えるだけではなくて､それ

らすべてのパラダイム､すべての時代精神に通

底している普遍的なものも考えようとします｡

それが先ほど言った､例えばグルントノルム

(Grundnorm)の場合もあるわけです｡それが､

レジュメの普遍的理念､パラダイム､その上に

科学が乗っているという三角形の構図です｡で

はその普遍的理念とは何かというと､三角形の

てっぺんの左側に､ ｢ありてあらぬ普遍性｣と

述べられています｡それは､たしかに普遍的な

理念はあるけれど､その普遍性が現象を通して

まったき姿で出てくることはありえない｡部分

的にしか出ない｡しかし､どんな現象もその普

遍的理念と無縁ではない｡そういう意味で｢あ

りてあらぬもの｣｡例えばプラトンのイデアも

そうです｡円のイデアは完全な円です｡そんな

完全な円などどこにもない｡しかし､完全な円

のイデアがあるからこそ､われわれは灰皿は丸

いとか丸くないとか認識できるわけです｡人間

というのは時代の精神を探求すると同時に､そ

のようなもっと共通の普遍的なものを見ていこ

うとする｡それがありてあらぬ普遍性です｡

もう少しわかりやすく言いますと､いま秋で

すが､秋とは何か｡秋になれば､歌にもあった

ように､枯れ葉が小枝と分かれるじゃないか｡

でも､それは秋ではないだろう｡それは植物の

生理現象だ｡うん､まあ､そうだ｡秋になれ

ば､天高く馬肥える秋｡お腹が空くだろう｡そ

れは動物の生理現象だ｡いや､秋になれば､心

が少しメランコリックになるだろう｡それは心

理状況だ｡たしかに秋そのものはどうやっても

科学的には説明できない｡だけど､秋はないか

というと､たしかにある｡理念としてあるし､

その理念に基づいてものを考えている｡この図

で象徴的に言うならば､普遍的理念というのは

この秋です｡科学というのは個別現象を説明す

るものです｡そこで社会科学の総合という時に

は､科学のディメンジョンから普遍的な理念の

ところまで落としてくることが大事ですが､そ

こまではまだわが学部も､それから多くの他の

大学も行ってない｡それはこれからの課題だろ

うと思います｡

晋の哲学者たちはこういうふうに言っていま

す｡プロチノスは､ ｢いたるところにあるけれ

ど､どこにもない｣と言っています｡あるいは

へラクレイトスは｢万物流転｣と言っていま

す｡万物流転ということは､逆説的に普遍的な

ものがあると言っているわけです｡そんなも
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の､あるのかないのかと言うのだけど､カント

流にいうと､あるとは言い切れないけれど､

｢実践理性の要請｣としてある｡世の中はこう

であるべきはずだ｡神というのはいるに違いな

い｡そうであるに違いない｡そういう実践理性

の要請としてこの普遍理念があって､これが科

学､あるいはそれ以上にわれわれの行動を規制

している｡こういうことに気づくことが極めて

重要だろうと思います｡

シェリングの言葉を使うと､われわれの意識

は二つある｡現象を分節化して命名していくと

ころの｢分節化意識｣があり､これが科学を導

く｡もう一つわれわれには｢無限の意識｣とい

うものがある｡無限に無限なものを求めてい

く｡それは､科学と結ぶラチオに対して､イン

テレクトウスと結合するのですが､これが宗教

とか哲学を展開する｡こんなふうに考えられる

のではないかと思います｡

(5)社会科学の課題と大学の使命

学の独立

以上のような雑駁なお話をして､最後の結論

として社会科学の課題と大学の使命ということ

で結びたいと思います｡ご案内のように､早稲

田大学の建学の精神は学の独立です｡大隈重信

侯は何と言ったか｡ ｢学問の独立が国の独立に

つながる｣と言いました｡私はこの言葉はいま

でも実に重要な､通用する至言だと思います｡

ご案内かと思いますが､ 1993年の宮沢･ク

リントン会談を契機に94年から毎年､日本に､

インターネットを見てもこれほどと思うほど､

アメリカは日本政府に｢年次改革要望書｣を突

きつけています｡そしてそれをまるでポチのご

とく､全部実践しているのが今の日本の政府で

す｡はっきり言ってこれは明らかに従属国家に

ちかい｡

郵政の民営化ももちろんそうです｡金融のグ

ローバル化もそうです｡株の時価評価もそうで

す｡あの建築の偽装につながったのもそうでし

て､建築基準を株式基準から性能基準に変えた

のもアメリカの要請です｡その他ありとあらゆ

るもの､現在行われている医療改革もアメリカ

の対日年次改革要望書のとおりにやっていま

す｡それから司法制度も変えた｡ロースクール

もそうです｡アメリカの要望を全部入れていま
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す｡いったいなぜこうなのか｡なぜ日本はこれ

ほどまでにアメリカの属国的な行動をしなくて

はいけないのか｡さまざまな理由があります

が､そのうちの一つが学の独立ができていない

ことだと思います｡

端的に言うと､もっと激しい言い方をします

と､今の財界､産業界のトップの人たち､ある

いは政治家､政府に入っている経済学者などの

審議会の人たち､マスコミの経済記者たちはほ

とんどがアメリカ流のエコノミックス､それだ

けとは言いませんけれど､ほとんどそれ一辺倒

の人たちです｡だから､アメリカのグローバル

スタンダードというのはアメリカンスタンダー

ドであるにもかかわらず､それをグローバルス

タンダードと言ってどんどん入れてきていま

す｡この状況からも､ ｢学の独立が国家の独立

につながる｣と言ったのは､私は至言だろうと

思うわけです｡外国の学問をただ受け売りにす

るのではなくて､きちんと批判的に受け入れな

ければならない｡そういう態度が少ないのだろ

うと思います｡

ベ-グパイザーと共生セクタ-

そのような反省に立つとわれわれの学問は､

大学のすることは､ベーダパイザー､道しるべ

(Wegweiser)でなければならない｡現実の中

からいろいろ新しい芽が芽生えていますので､

その社会に芽生えた歴史の正しい方向をはっき

りと発見して､その意義づけをすることが､こ

のベーダパイザーの役割だろうと思います｡

具体的には､これもまた俄然具体的になりま

すが､レジュメの表をご覧ください｡公共セク

ター､ NPOなどの共生セクター､市場セクタ

ーの三つに分かれています｡基本的に1930年

代までは､主として市場セクターだけで来まし

た｡ところがここで大恐慌になって､ケインズ

理論･政策が出てきまして､国家は単なる法治

国家から行政国家になっていろいろと政策をす

るようになった｡その結果､公共セクターが重

視されるようになり､特に1960年代後半以降

は福祉国家の実現ということで公共セクターが

前面に出てきました｡その担い手は行政で､誘

引は公益であり､機能は公助であり､規範は補

完と平等ということである｡

ところが､これが福祉国家の限界にぶつかっ

たのです｡財政赤字でにっちもさっちもいかな
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くなった｡そこで1980年代､レーガンとサッ

チャーが出てきて､再び市場セクターにウエー

トを置こうということになりました｡当然その

担い手は企業､個人であり､誘引は私益であ

り､機能は自助であり､効率重視です｡その結

果､アメリカとイギリスでは極めて2極化した

社会がもたらされたわけです｡アメリカでは現

在3500万人ほどが絶対的貧困ラインに陥り､

子供5人に1人は飢えている｡にもかかわらず､

その真似を20年遅れでやったのが小泉内閣で

す｡日本も徹底した2極化社会に変わってしま

いました｡これではいけない｡いったいどうし

たらいいか｡

当然もう一つのNPOとか組合といった市民

的な中間組織の動きがいま活発に出てきていま

す｡公益ではなくて共益､共助､連帯､互助､

市民的な世直しという動きです｡具体的にはそ

の原則に立って｢参加のまちづくり｣とか､地

域通貨とか､エコバンク､コミュニティや

NPOの動向､食と農のネットワーク､環境

NPO等々の展開です｡さらには合理主義と営

利主義の切断｡切断はできないけれど､これを

相対化していく｡企業の社会的責任と収益機能

原理の双方向性を重視する｡こういった新しい

動きについて､われわれはしっかりとその意義

を明らかにして､根づかせることがベ-グパイ

ザーの現代的役割です｡

さて社会科学が追求してきた学際的思考と形

而上学的な思考の結合も重安ですO特にテーマ

ごとの学際的な研究が大事です｡これはわが学

部の真骨頂です｡いま社会科学総合科目の数が

ちょっと少ない｡これをもっともっとたくさん

設置して､テーマごとに､法律や､経済学や､

政治学や､社会学や､さまざまな角度からこの

間題を扱っていくことが大事だろうと思いま

す｡そして､先に申しました理論､政策､歴史

の一体的な考察も極めて重安です｡

最後に､大学構成員の自己の陶冶です｡教職

員､学生､みんなが自己の陶冶という姿勢を持

ち続けること｡教員はせいいっぱいの研究者で

あると同時に､せいいっぱいの教育者であると

いう姿勢を持ち続けることが大事だろうと思い

ます｡

大きな話を雑駁にしたので分かりにくかった

と思いますが､時間が来ましたので､これで切

ってご質問を受けたいと思います｡ご静聴､あ

りがとうございました｡

司会　どうもありがとうございました｡古今

東西を刺し貫いて大きなテーマを掲げていただ

きました｡

ここでいったん休憩をとります｡テーブルを

セッティングし直して､若手の先生方に前に出

てきていただき､今のご報告を受けてそれにコ

メント､お答えいただくというかたちで第2部

を進めさせていただきます｡

休憩に入ります前に一言だけお願いです｡質

問用紙が受付で配布されてお手元にあると思い

ます｡皆様の質問をいただいて､それに回答を

いただく｡肘村先生に回答をいただくか､ある

いはほかの比較的若い世代の教員に回答しても

らうか､それはこちらで選びますが､質問につ

いてはそういうかたちで､できるだけ皆さんの

質問をいただいて回答したいと思います｡今の

大きな､いろいろ手がかりのある報告など､気

がつきました点がありましたら､質問用紙とし

て提出いただければと思います｡

ご所属､お名前を書いていただいて､質問内

容を簡単に書いていただければ､あとで整理さ

せていただいて､また質問の内容を詳しくご紹

介いただくというかたちにしたいと思います｡

2階の受付に質問用紙回収箱を設置させていた

だきますので､そちらをご利用ください｡

開始時間は､私の時計でいま4時10分です

が､ 4時20分再開ということで続けさせていた

だきます｡ 10分間休憩します｡

〔暫時休憩〕

第2部　パネルディスカッション

司会　田村先生を囲むかたちで､比較的若い

世代と申し上げたのですが､いろいろな分野か

ら教員たちに参加してもらっています｡ 5分ぐ

らいをめどにそれぞれの教員から､田村先生へ

のコメント､そして問題提起の続きというかた

ちでご発言いただきます｡私のほうから発言の

たびにご紹介させていただきます｡私の隣にい

ます赤尾先生は環境経済学のご専門で､地球環

境論などの講義をご担当です｡まず赤尾先生か

らよろしくお願いいたします｡
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赤尾　田村先生のお話は大学のあるべき姿と

いうところから始まって､社会科学の各学問分

野を縦横無尽に駆け回ってというか､切りまく

って､最後に社会科学の総合をうたわれた格調

高いご講義をいただいたと思います｡その最後

がトマス･クーンのパラダイムチェンジの話

で､通常科学と一般に言われる､パラダイムに

とらわれてその中で学問をやっている者に対し

て､それを相対化するメタ科学としての哲学を

一つの社会科学総合の姿と出されていると私は

閃いていました｡非常に魅力のあるお話で､皆

さんもワクワクして聞かれたのではないかと思

います｡

私がここでコメントしたいことは､パラダイ

ムチェンジとトマス･クーンが言っている科学

の転換についてです｡革命と言ったらいいので

しょうか.それは通常科学を積み重ねる一二摘､ら

出てくるものであるわけです｡通常科学は経済

学であったり政治学であったりしますが､パラ

ダイムにとらわれている人たちが自分たちの専

門の変な殻の中に閉じこもってやっていて､あ

る時､何か矛盾が出てきて､どうしようもなく

なって､それに対してパス･ブレーキングなも

のが出てくるというふうな状況｡それがパラダ

イムチェンジというふうに事後的に見られてい

るものです｡

メタ科学としての哲学があって､それはすご

く重要だと思います0　-万で私が言いたいの

は､パラダイムチェンジを引き起こす原動力に

なる通常科学の中での営みも評価していいので

はないかということです｡ただし､通常科学は

細分化とか尊門化とかたこ壷とか言われて批判

の対象になって､だからこそ､この学部のよう

な学際化ということが出てくると思います｡こ

こで出てくる学際化には､田村先生の言われた

社会科学総合とは違う､どちらかというと最初

の大酉先生のお話にあったような､経済学と法

学の学者が集まって借地借家法をどうするかみ

たいな議論､そういうかたちでの社会科学の総

合というのもあっていいのではないかというの

が私の意見です｡

もう一つの学際化は､いろいろなものの見方

ができるということです｡私が関係しているも

のでいうと､生態学的なものの見方と経済学的

なものの見方を私はもっています｡それから､
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自分自身､大学の時に好きで哲学の本とかを読

んでいて､哲学の本というのは本当に一生懸命

読まないと理解できないのですが､現象学的な

ものの見方というのも自分で持っていると思っ

ています｡そういうものの見方を持つことはす

ごく重要なことで､それを身につけるにはかな

りの努力が必要であり､そのためには専門分野

をバカにしてはだめだと私は思っています｡

ウイットゲンシュタインという人が､語りえ

ぬものには沈黙しなければいけないと言ってい

ます｡これは反証主義というか､検証できない

ような命題は意味がない､形而上学はもういっ

ぺん考え直せというセンセーショナルな意見で

す｡しかし､ウイットゲンシュタインがそうい

うふうに言ったあと､同僚のフランク･ラムゼ

-という人は､語ることができなかったら口笛

で吹いてみたらどうかと言いました｡そういう

もので各分野はそれぞれ得手､不得手がありま

す｡

経済学だと､もともと効用と技術があって､

そこから何が出てくるかO　市場に放り込んだら

どうなるか｡ゲームの世界になったらどうなる

かとやるわけです｡でも､その効用関数がどこ

から出てきたかというのは言わない｡これは経

済学では語りえないものなのです｡そこに関し

ては沈黙しなければいけない｡でも､沈黙しな

くて､しゃべられるところがあるわけです｡各

分野にそういうのがあって､そういういろいろ

な見方､どの分野でどんなふうにしゃべるのが

いいのかという見方を身につけることは､学

問､あるいは生きていくうえでもすごく大事だ

と思います｡

たとえば､皆さんが社会に出て何が正しいの

かということを考える｡正しいことを実行しよ

うと思ったら､どんなふうに法体系を整備しな

ければいけないか｡法体系を整備したあと､実

行部隊としての行政は実際にどんなことをやら

なければいけないか｡あるいは､民間企業はど

んなふうに対応して､どんな組織づくりをしな

ければいけないか｡各段階でのそれぞれ専門分

野の長所があるわけです｡それをある程度知っ

ていることはすごく大事だと思います｡これは

教育の側面での社会科学の総合ではないかとぼ

くは思っています｡ぼくは田村先生の高尚な哲

学的な社会科学の総合を含めて､三つぐらい社
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会科学の総合があると思っていますが､そのへ

んについて田村先生のご意見を聞かせていただ

ければありがたいと思います｡

司会　ありがとうございます｡

次に厚見先生にご発言いただきます｡厚見先

生は政治思想のご専門で､政治学史などの講義

をご担当です｡

厚見　田村先生の講演は広く､深く､また説

得力のあるお話だったと思います｡私のこれか

らするコメントは､決して田村先生に反対する

ものではなくて､私の専門の観点から､少し別

の角度で近代と社会科学の関係を眺めてみよう

という試みです｡

ご紹介いただいたように私の専門は西洋政治

思想史です｡そういう意味では田村先生と同じ

く､思想や観念を専門に研究している者です

が､おそらく田村先生と私の違いは､田村先生

が観念を観念的に扱う､いわば哲学者としての

顔を強くお持ちであるのに対して､私は現段階

では観念を経験的な歴史文脈の中で扱って､観

念の系譜を経験的に再構成しようとする､いわ

ば哲学者というより歴史学者の側面が強いとい

うことだと思います｡そういうわけで私は哲学

者というよりも､思想史研究者の側から田村先

生の講演の(2)の｢近代の軌跡と危機｣の部

分､それから(3)の｢社会科学の反省｣とい

う部分について若干コメントさせていただけれ

ばと思っています｡

初めに告白しますと､私は現代において社会

科学の総合の必要性は大いにあると思っていま

すし､トランスディシプリンも大いに必要だと

思っています｡ただし､私は森羅万象をことご

とく概念化する全体知の可能性については大変

懐疑的でして､違和感すら持っています｡たぶ

ん以下のコメントでも､そういう私のスタンス

がどこかで出てきてしまうかなと思います｡

近代というものを考える時に､近代というの

はそんなに巨大な実体的な怪物なんだろうかと

いう疑問が私の中にはあるわけです｡西洋近代

を巨大な実体として､怪物として､黒船として

見るという風潮は､リベラル派であるか､それ

ともノンリベラル派であるかを問わず､戦後日

本の社会科学に共通していた強い傾向ではない

かと個人的には考えています｡

私はこれはヘーゲルの影響ではないかと思っ

ています｡つまり､歴史を普遍的･実体的な自

由概念の自己実現プロセスとして見るヘーゲル

の影響が､日本の社会科学では強かった｡だか

ら､日本の社会科学は､もう逆戻りできない不

可逆的な怪物としての近代というものをどうと

らえるかによって分かれる｡それを押し進める

のか｡いや､それを乗り越えるのか｡いや､そ

れをもう横にうっちゃっておいて､西洋ではな

くて､これからは東洋だ､アジアだという方向

に話を持っていくのか｡その三つぐらいの間で

揺れ動いてきたけれども､しかしどれも西洋近

代を実体的な怪物としてとらえているような気

がするわけです｡

これに対して思想史の立場からいくと､近代

というものを実体概念というより分析枠組み､

分析概念としてとらえていくことが有効なので

はないか｡つまり､近代というのはある意味で

便利な歴史を見る物差し､道具であって､その

近代の中身をどういうものにするかによって､

いくらでもモダンとプレ･モダンの境目は動く

というふうに私は考えています｡そういう意味

では近代の軌跡の物語は､単一のザ･ヒストリ

ーではなくて､ワン･オブ･ゼムのア･ヒスト

リーとして描くことができるし､複数の近代社

会科学成立史の物語が措けるのではないかと私

は考えています｡

その立場から､方法としては､古代/中世/

近代/ポスト近代という時代区分を過度に実体

化するのではなくて､むしろ､例えばプラトン

的なものとアリストテレス的なものとのどちら

が前面に出てくる時代かというような見方はで

きないだろうか｡結局､歴史の物語は過去の史

料解釈の積み重ねとしてしか構成できないので

はないかというのが私の立場です｡その意味で

はどのような歴史物譜もア･ヒストリーではな

いかという前提があります｡

そういう立場から考えていくと､政治思想史

の立場から見た時に､近代以前の時代に､社会

について考える学問とはどのような性質をもっ

ていたのか｡近代以前は､今日でいう｢社会科

学｣はおもに政治学という名前で呼ばれていま

したが､そこでは社会についての学は､社会と

いう明確な境界を持った､バウンダリーを持っ



社会科学の現代的課題と大学の使命

た領域についての学であって､そういう意味で

は社会と社会ならざるものとの緊張関係の自覚

によって､近代以前の｢社会科学｣は成立して

いたのです｡

例えばプラトンにおける､イデアと共同体と

の矛盾の自覚｡私は､哲学と社会とがものすご

く仲が悪いということをプラトン以上に自覚し

ていた哲学者はまずいないのではないかと思い

ますが､それほどにプラトンは哲学と社会との

緊張関係を自覚していると思います｡それから

アリストテレスにおける､先ほども出たポリス

とオイコス､政治と経済との緊張関係｡あるい

はキケロにおける国家と孤独との緊張関係｡あ

るいは､アウグスチヌスにおける神の国と地の

国との緊張関係｡そういうふうなさまざまな､

社会はあるけれど､それが明確にバウングリー

を持って､ ｢非社会｣すなわち｢社会ではない

もの｣との緊張関係のうちに成立していたとい

う事態があり､そうした事態を考察する学とし

てプレ･モダンの｢社会科学｣はあったのでは

ないか､というのが私のテーゼです｡

ところが近代に至って､いわゆる市場経済社

会の成立によって､また国家と経済社会をトー

タルに把握するポリティカルエコノミーの登場

によって､政治も経済も法律も全部ひっくるめ

て｢社会｣なのだ､という見方が前面に出てき

たのではないかo　ハンナ･ア-レントの言葉を

使うならば､ ｢社会的なるもの｣の肥大化です｡

そのことによって社会と社会の外側との緊張関

係が喪失してしまった時代が近代なのではない

かと私は考えます｡近代をウェーバーの言うよ

うに､社会領域の分散化と､それらを貫く方法

的･形式的合理性の一元的徹底化の時代という

ふうにとらえるよりも､むしろ社会という巨大

な怪物の拡大によって､社会以外には何もない

というぐらいになっていった時代というふうに

とらえたらどうか｡

そういうふうにとらえたとすると､田村先生

が(3)で言われたような社会科学のそれぞれ

の分野における行き詰まり｡これは私も深刻な

問題だと思いますが､ひとくくりにすれば､形

式合理性の名目においてなされた規範の形骸化

というような問題｡そういうふうに総括される

ような諸問題は､社会科学の断片化の結果とい

うよりも､むしろ社会と非社会との区別が見失
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われて､社会的なるものがあらゆるものを飲み

込み､覆い尽くしてしまう近代という時代にあ

って､社会と非社会の区別を見失った社会科学

の､ある意味では全体化の結果なのではないか

という気がします｡

もっと詳しく言うと､合理性という言葉の意

味が狭い意味での社会的アカウンタビリティー

に限定されてしまって､社会と非社会の境界線

への思索を含む古典的な合理性が見失われてき

たのではないか｡つまり､自然哲学/道徳哲

学/政治学/修辞術というような伝統的区分の

中での､相互のバウンダリーの自覚と緊張関係

が薄れて､それが自然科学/人文科学/社会科

学という三つの区分に取って代わられ､それら

すべてを包摂するものとして文化とか文明とか

社会というものが考えられてくる｡すべては社

会文化現象であるという名目において｢社会的

なるもの｣が全体化していくというのは､ある

意味ではバウンダリーの意識､境界線の意識が

薄れていくことであって､ブルーラリティー､

多元性､境界線の意識が政治学にとっては大切

ですから､そういう立場からは若干危慎を抱く

ところです｡

もしそうであるとするならば､社会科学総合

の回復に至る道は想像以上に遠く険しいのでは

ないかというふうに私は考えています｡いきな

り全体知を回復するというよりも､まず近代そ

のものがいかなる諸部分の離散集合によって成

立してきたのか｡あるいは､近代の多面性みた

いなものを明らかにするところから始めたほう

がいいのではないか｡もっと言うならば､同じ

西洋近代でも､経済学が見た近代と政治学が見

た近代と哲学が見た近代というものを多面的に

再構成するところから､社会科学の総合化に着

手していくという方向が見えてくるのではない

か｡具体的には個々の学科の中で歴史的な遺産

を見る時に､現代に通用しうる遺産や素材を兄

いだして､そこからトランスディシプリンをし

ていくという方向性から進めていくというスタ

ンスが､私自身がいま考えているスタンスで

す｡

司会　ありがとうございます｡

続きまして井上先生にお願いいたします｡井

上先生は経営学がご専門で､講義科目としても
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経営学などをご担当です｡

井上　私の専門は､今ご紹介いただきました

ように経営学ですが､企業はその存在そのもの

がいろいろな面を持っているわけです｡皆さん

ご承知のように､企業には経済的な側面もある

し､社会的な側面､社会心理的な側面､いろい

ろな側面を持っていますから､その存在そのも

のがある意味､社会科学総合かもしれません｡

しかしながら､田村先生のレジュメの3ペー

ジにありました普遍的理念､パラダイム､科学

ということでいいますと､経営学は､未だ経営

学独自のパラダイムを持っていないというのが

現状だと思っています｡ですから､経営学にお

いて企業を分析する際には､さまざまなアプロ

ーチがあります｡しかし､実態としての企業は

もちろんあるわけですから､その中にはたぶん

真理があるはずです｡それをいろいろな人がい

ろいろなアプローチで探求しているというのが

現状です｡

今日の田村先生のご講演との関連でいいます

と､経営学に関連がある第-点は､レジュメの

2ページ日の3の｢企業の営利性と社会的賓任

の問題｣という箇所だと思います｡従来の企業

というのは､できるだけ短時間で､たくさんの

製品やサービスを作る､これが企業の目標でし

た｡いまでも発展途上国の企業などでは､それ

が目標になっていると思います｡しかしなが

ら､日本のような先進国においては､皆さんも

ご自身のことを考えられたらよいと思います

が､必要なものはほとんどある､足りていると

いうのが現状です｡そこで､現代の日本､ある

いは先進国の企業は､どうやって製品やサービ

スを作るかということよりも､何をつくり､い

かに売るかということのほうが重要になってき

ています｡企業にとっては､皆さんの心の中に

眠っている必要性､ニーズを発掘することが一

番重要な課題になってきています｡そうします

と､企業が考えなければならないのは､消費者

がどういう志向を持っているか｡これが重安に

なってくると思います｡企業は消費者の志向､

すなわち消費者が何を欲しているのか､どうい

うことを考えているか､どういう状況や環境に

あるかということに敏感にならざるを得ない面

があると思います｡最近流行の｢ロハス

(LOHAS-Lifestyles Of Health And Sustaina-

bility)｣などというライフ･スタイル､すなわ

ち､健康と地球環境を意識したライフ･スタイ

ルというふうなものを消費者が望むとすれば､

企業もそういう面を考えた企業行動をとってい

かざるをえなくなるわけです｡そのことが結果

としては企業存続のための営利性につながって

いくという面があると思います｡すなわち､消

費者が望む方向に企業も向かざるを得ないとい

う面があるということです｡消費者が企業に社

会性を求めれば､それに従わざるを得ないとい

うことです｡

もう一点は､これも皆さんよくご存じだと思

いますが､現代の企業は巨大化しています｡先

ほどの田村先生の言葉でいえばグローバル化し

た企業､日本でもそういう企業はたくさんあり

ます｡ある調査によりますとアメリカのGM

(General Motors)は､最近は経営危機の状況

にありますが､年間の売り上げが200億ドル弱

あります｡これはGDPと比較しますと､世界

で24番目でしたか､デンマークのGDPぐらい

に相当します｡企業そのものがほとんど一国の

GDPと同じぐらいの規模になっているという

ことです｡ということは､企業は営利性を追求

していくだけでよいのかということが問題とし

て出てきます｡巨大化した企業はある程度公共

性を持たなければいけない｡すなわち､社会的

責任を考えていかざるを得ないのではないかと

いう側面が出てくると思います｡

その時に考えなければいけないのは､公共性

を持てと言った時に営利性はどうなるのだとい

うことです｡営利性を考慮せず､公共性だけを

考えれば､従来の郵政のような公共事業になっ

ていきます｡そうすると､田村先生のレジュメ

でいいますと4ページ目にありましたように

｢公共セクターは無駄がある､効率性を追求で

きない｣というデメリットが生じてきます｡田

村先生の講演のレジュメの4ページ目の真ん中

ほどに､公共セクター､ NPO　組合､市場セ

クターと三つに分けられた表があります｡公共

企業というのは公共セクターだと思います｡普

通の民営企業は､市場セクターだと思います｡

これらはメリットもあるけれど､どちらにもデ

メリットもある｡ところが､これからの企業､

特に巨大化した企業は､営利性だけを追求して
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はいけない､社会的責任を持たなければいけな

いということになってくると､ある程度公共的

なことを考えなければいけない｡長期的に考え

れば営利になるからやっているという面もある

でしょうが､公共的な面を持たなければいけな

いということになると､この表でいえばNPO

とか組合というかたちの企業が登場してきたほ

うがよいのか｡あるいは､登場すべきなのかな

ということです｡しかし､具体的にそれがどの

ようなかたちの企業になるのかという点は､田

村先生の講演をお聞きしている間だけではわか

りませんでした｡公共セクターでもなく､市場

セクターでもないという企業､営利性と公共性

を兼ね備えた企業｡これは､田村先生のご講演

の中にもありましたが､矛盾する要求ですの

で､この二つを兼ね備えるというのは難しいこ

とだと思います｡それが､どのような形の企業

になるのかを､田村先生にお開きしたいと思っ

た次第です｡

司会　ありがとうございました｡

続きまして福永先生､お願いします｡福永先

生は国際経済法のご専門で､国際法､国際経済

法などをご担当いただいています｡よろしくお

願いします｡

福永　諸先生方が広範で､かつ深い､しかも

根源的なお話をしていただいたあとに､狭く､

またある意味浅いというか､プラクティカルな

話になってしまいますが､私はご紹介していた

だいたように矧祭経済法を専門としています｡

国際経済法というのはある意味狭い､専門性が

求められる分野でして､たこ壷的な知識がない

とやっていけない分野です｡国際経済法という

のは､経済に関する国際法ということでして､

国際法学の一部ですが､国際法の研究者からも

経済法はよくわからないと言われるぐらい専門

性の高い分野です｡とはいえ学際性が必要でな

いわけではないという点をお話ししたいと思い

ます｡

田村先生のレジェメでいいますと2ページの

(3)の1)の1に関連して事例を紹介していき

ます｡ WTO､世界貿易機関というところはも

ともと経済というか､貿易の自由化､経済的な

富とかそういうものを追求していたところです

が､経済だけを考えているのでは不十分になっ

てきたという事例を紹介したいと思います｡

ホルモン事件というのがありました｡ホルモ

ン事件とはどういう事件か｡カナダとかアメリ

カが成長ホルモン剤をウシに投与してどんどん

大きくさせていた｡これに対してEUは成長ホ

ルモン剤が残っていると健康に影響を与えると

いうことで､成長ホルモン剤を投与された牛肉

の輸入を禁止しました｡それに対してWTO

が､ホルモン剤が健康に悪影響を与えることに

ついて科学的な根拠がない｡科学的な根拠がな

いにもかかわらず輸入を制限した｡これは

WTO協定に違反しているという判断を下しま

した｡これに対して批判があって､ WTOとい

うのは経済のことしか考えてない｡もっと健康

とか､環境とか､人権とか､そういう問題につ

いて考えなければいけないというような批判が

大きくなっていきまして､今はそういうことも

多少考えるようになってきているO　これが国際

経済法における学際性の一つの側面です｡

もう一つ､田村先生のレジュメでいうと2ペ

ージの4です｡ホルモン事件ではホルモン牛肉

の輸入制限がWTO協定に違反している､ EU

はその措置を撤回しなさいとWTOに言われま

したが､ EUはそれにもかかわらずホルモン牛

肉の輸入制限をやめなかったわけです｡なぜか

というと､ WTOの決定には正統性がない｡法

律に照らしてみれば違反かもしれないけれど

も､経済以外の側面についてちゃんと考慮して

ないとか､直接的に影響を受けるような市民の

声をちゃんと反映しておらず､正統性がないか

ら守る理由がないんだというようなことをEU

は主張しました｡

国際法は法を強制する仕組みがないので､正

統ではないとみなされるとどこの国も守ってく

れないという問題があります｡そういうことか

ら､単に法律上どうなっているか､国際経済法

上どうなっているかといったことだけではなく

て､法律の内容あるいは手続きの正統性も考え

ていかなければいけないという意味でも学際性

があるんですよということです｡まとまりがな

いのですが､そんなところで私のコメントとさ

せていただきたいと思います｡

司会　ありがとうございました｡
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続きまして篠田先生です｡篠田先生のご専門

は何かというのはとても難しいのですが､もと

もとは労働運動論だったはずです｡ソシオダイ

ナミクスという言葉で代表されるように幅広い

関心で研究､実践を積んでおられます｡担当科

目としてもソシオダイナミクスなどを中心とし

ていらっしゃいます｡篠田先生､よろしくお願

いします｡

篠田　何をしているんだろうと言われるとな

かなか答えにくいのですが､働くことをキーワ

ードにして勉強したり､皆さんと一緒に考えた

りしています｡私はクリスチャンなので､この

場合は神様のために働くとはどういうことなの

かということです｡皆さんもよく知っている有

名な言葉があります｡人はパンのみに生きるに

あらず｡これは聖書の言葉です｡その次に､神

の御言葉によって生きる､とあります｡昔､角

川映画で､男は強くなければ生きていけない｡

でも､やさしくなければ生きる資格がない､と

いうキャッチコピーがありましたが､平たく言

えばそういうことかなと思います｡

私は田村先生と同じ社会科学総合というとこ

ろにいます｡いまから17年前に着任しました

が､その時に､君､ソシオダイナミクスという

授業だから､よろしくね､と先生がおっしゃい

ました｡私は問いたこともない｡実はいまでも

どこにもないんです｡先生､これ､何ですか､

とおたずねしたら､うん､君が考えなさいとい

う答えでしたので､ずっと悩み続けています｡

今日のお話を閃いてもおわかりになるように､

田村先生ぐらい博識であれば､諸科学を超越し

たところに行けるわけですが､私のような浅学

非才は結局､あれも知っている､これも知って

いる､でも知らなければいけないことがわから

ないというアマチュアリズムに陥ってしまいま

した｡

ということで､私は､ここに並んでいる先生

方はもちろんのこと､すでに社会科学部で学ん

でいらっしゃる皆さんよりも､たぶん社会科学

総合とか社会科学のあり方についてはアマチュ

アではないかと思います｡そういう意味ではこ

れから社会科学部を受けようとする高校3年

生､あるいは受かったけれど､何をするんだろ

うなと思っている高校3年生と同じようなもの

かと思います｡そういう点で先ほどの私の､働

くという意味を考えた場合､今日の先生のお話

を開きながら妄想が湧いてきました｡こんな学

校だったら､いいな｡こんな学校だったら､入

りたいな､やりたいな｡コピーだけ考えるのは

得意なので考えたのですが､スクール･オブ･

コアビタシオン｡共生の学校｡

先生が今日お話ししたのは､私なりに解釈す

れば､世の中にはいろいろ対立するものがあ

る｡階級､人種､宗教､性､生産と消費､環

境､とにかく世の中にはいろいろ対立するもの

がある｡それをどうしたらうまくとりもってい

くことができるのか｡

この学部ができた時の開祖の一人に難波田春

夫先生という方がいらっしゃいます｡田村先生

のお師匠にあたる人ですが､この方が､社会に

は自由､平等､そして第3の原理として､先生

はその時に連帯と言ったか博愛と言ったか私は

覚えていませんが､今の言葉で言えば共生だろ

う｡たぶんこの共生がさっきの様々に対立する

ものの間をとりもつのだろう｡難波田先生が提

唱したこの第3の原理が､社会科学部の根っこ

のどこかに今もあるのではないか｡もしそうい

うことを生かせるような学校だったら､すぼら

しいのになと思います｡

社会科学部だけでなく､早稲田大学には本当

にいっぱい学部ができました｡研究科もできま

した｡専門職大学院もできました｡ただ､おわ

かりのように､どれ一つとっても､どれ一つだ

けでは､たぶんそこを出ても先行きいろいろぶ

ち当たることがあるだろう｡やはりあらゆると

ころと手を携えて連合学校みたいなものをつく

らないと､どこだって無理だろう｡ですから､

社会科学部が中心とは言わないまでも､橋にな

って､早稲田の中でいろいろなところが､さら

に地域や行政や団体と連携を組んで､一種のバ

ーチャル連合学校みたいなものをつくってくれ

たらいい｡そこでは座学だけではなくて､フィ

ールドワークとかボランティアとかインターン

とかそういうものを組み合わせる｡

ジョン･デューイというアメリカの教育学者

で有名な人がいますが､彼が学校の社会化と言

いました｡その弟子である中国の教育学者が言

ったのは､社会の学校化です｡両方とも真理だ

ろう｡ある意味､共生の学校を早稲田につくっ
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てもらって､そこに社会科学部がきちんと位置

を占めていて､そこで働けたら､あるいはそこ

を卒業できたらいいなと妄想しました｡

もともと共生というのは早稲田にとって大事

な概念ではないか｡在野という言葉がありま

す｡在野というのは､いろいろな人たちが一緒

にいて在野です｡共生の世界です｡在野精神と

いうのは共生の精神であるわけです｡自由を代

表する慶応大学｡国家の強制という意味を含め

ての平等ですが､東京大学｡その中でわれわれ

は在野を目指して学校をつくったわけです｡そ

れはまさに共生社会の実現､あるいは再生産と

いうことを使命として持っているのではなかっ

たのか｡そういう意味ではスクール･オブ･コ

ハビテーションは､やはり早稲田が持たなけれ

ばならない学校なんだろうなと勝手に思ってい

ます｡

そういう難しい言い方は別として､閃くとこ

ろによると､来年､ハンカチ王子は社会科学部

に来るかもしれないという話を聞きました｡彼

はスクール･オブ･コハビテーションには間に

合わないかもしれませんが､そうした社会科学

部の精神を生かして､いつか第2の甲子園と言

われる障害児球児の野球の監督になって､優勝

した時にまたハンカチを出して欲しい｡そんな

ことができたらいいなあと思う妄想の1時間を

いただきました｡

司会　どうもありがとうございました｡

最後になりますが､早田先生､お願いしま

す｡早田先生は都市計画がたぶん専門領域だと

思います｡居住環境論などの授業をご担当いた

だいています｡それではよろしくお願いいたし

ます｡

早田　私の専門は計画学､プランニングとい

う領域です｡予測や意見がまとまらないうちに

とにかくやらなければならない｡どうにかこう

にか現場の中でやっていくための分野である｡

学際については､学術的に興味があるというよ

り､必然性の中でやっているというのが正直な

ところですo

田村先生のお話の印象は､包括的で､切れ味

がいいという感想でした｡お話の中でフアクツ

という言葉が使われたと思いますが､分析の説

83

明に多くの時間を割いていらっしゃったと思い

ます｡厚見先生も概念化の問題とおっしゃいま

した｡私は社会の分析を踏まえ､どう計画につ

なげてゆくかが問題関心です｡

私のゼミでは毎週､見学会に行っています｡

先週も日本橋の都市再生の事例を見に行ってき

ました｡その中では環境のことも考えたまちづ

くりが必要である､経済も大事であるという意

見が出てきて現実的なレベルで学際的な議論に

なってきます｡そういう中である程度立ち止ま

って整理する｡ところが､実際には現実がどう

動いているか､当事者であっても必ずしも全て

わかってやっている訳ではない｡むしろ霧がか

かったように見渡せないでいる中で､手さぐり

でやってゆかざるをえない訳です｡しかしそれ

でも､限られた時間の中で私たちは知恵を結集

すべく最大限の努力をする｡それでも限界があ

り､また性こりもなく人間は失敗してしまう｡

バベルの塔をつくるごとく､よかれと思って､

また失敗するということを繰り返しています｡

愚かと言えば愚かですが､めげないと言えばめ

げないわけで､こういう中で計画学は､予測不

可能という本質的には知で越えられないことを

知をもっていかに越えるかを求めてダイナミッ

クに動いていると言えます｡さて時間も押して

きたので､私の立場から一つだけ話します｡社

会科学部は学際的な学部ということで建学以来

40年やってきました｡ところが学際はもはや

社学の専売特許ではありません｡他学部も､早

稲田も来年は13学部になりますけれど､当然

考えています｡オープン教育センターでも幅広

く学べるような仕組みもできてきています｡そ

うするとこの社学らしさとは何か､社学の教

員･スタッフと社学生がその中で一番悩まなけ

ればならないと思います｡こういう中で高度な

学際性のために今後皆で考えてゆきたいなと思

っているアプローチを三つほど挙げたいと思い

ます｡

学際的に学問の体系を発展させるうえで､ま

ず第-に徹底的に描写する学問が重安であろ

う｡社会のディスクリプションを複数の異分野

で共同でする｡現状がこうなっているというこ

とを､本や聞きかじり､新開報道ではなく現場

に立って､自分の視線でこうなっていると把握

するフィールドワークを共同作業で行う｡同じ
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素材を使っても､当然立ち位置によってフアク

ツの見え方は違う｡それをどう見えるか交換し

合う中で､情報を共有し､立体的に認識する訓

練をする｡もう一つは説明の学問､エクスプラ

ネーションの学問の学際ですが､これはE糾す先

生がおっしゃられたことに尽きていると思いま

すが､何を見て､何をどういう理由で考えてい

るのか､専門は違っても背景の筋道を可視化

し､体系的思考をコラボレーションしながら深

めてゆく｡相互に共有する｡それから､第三は

処方､プレスクプリクションの学際です｡私の

ような分野は､ここに軸足がある訳です｡分析

の専門家が提案の現場に立ったり､計画の専門

家が分析にコメントしたりする作業を共同で行

う｡

この三つが門環関係にあっで削こ循環して断

ち切れないようにする､知と知がばらばらなま

まフアクツを照らすのではなく､フアクツを媒

介して知と知がお互いに光のあて方やタイミン

グの呼吸を学習しあう｡ここまでいって真の学

際といえると思います｡それは社会の中でも学

問上においてもとても大事だと思っています｡

司会　ありがとうございます｡

ここまでの発言を受けまして､田村先生か

ら､ここまでのことについてのコメント､そし

てまたこの6人に対する新たな問題提起をいた

だければと思います｡

田村　今のお話に関して､全員にということ

になるのかどうかわかりませんが､私がお話し

したことと特に抵触するような話はなかったと

思います｡最初､赤尾さんは通常科学が大事だ

とおっしゃいました｡そのとおりです｡パラダ

イム転換というのは､例えば一定のパラダイム

の中でどんどん研究していたら､どうもそのパ

ラダイムでは説明がつかないことが起きた｡そ

の説明のつかないところをどんどん追求してい

ったらもっと大きなパラダイムが見えてきた｡

こういうふうに転換していくわけですから､通

常科学を一生懸命やるのはたいへん大事なこと

だと思います｡

それから､同じく学際的思考の評価というの

は私も同じです｡ただ､私はあえてインターよ

りはトランスという言葉を多く使ったのです｡

学際といっても経済学と政治学を結びつけるの

はなかなかうまくいかないから､やはり一つ

の､経済なら経済をしっかりやって､そこから

トランスしていく｡政治学なら政治学をしっか

りやって､そしてトランスしていく｡一つはそ

ういう方向で学際が成り立つのだろうo　もう一

つは､先ほどお話ししましたように､一定の問

題をさまざまな角度の専門家が明らかにしてい

く｡こういうことで同じことを見ているんだな

と感じました｡

まさにそれは､厚兄さんの最後の見解もそう

ですが､多面的に見る､トランスしていくとい

うことだろうと思います｡だから､専門科学

を､分野をないがしろにしてはいけない｡そこ

からトランスするという姿勢を常に持ちながら

も､専門的な-=-｡つまり､専門を徹底的に追

求していけば､おのずとトランスしていくだろ

うという考え方です｡

近代が怪物かどうかというのは､たしかにい

ろいろな見方があります｡しかし､一定の考え

方が時代精神として､歴史の推移の中でいろい

ろな考え方があっても､それが中心になる一定

の段階が生じる｡そして､そのような時代精神

があっても､また新しい考え方がこの中でもう

すでに生まれている｡それがまた一定の段階で

グッと前面に出てきて､それが時代をリードす

る｡このように常に複数の思考で動いても､い

つも複数なんだけど､その中でメーンなものは

何かというと､ある時点ではそれがメーンで､

次の時代は別なものがメーンとして出てくる｡

これが歴史だろうと思います｡こうして見ると

近代は､他の時代にない怪物｢経済主義｣､つ

まり営利主義と合理主義の異常な結合が前面に

出た時代です｡

井上さんが公共性と営利性の問題でまさにお

っしゃられたことですが､私の衣ですとNPO

とか組合になるけれど､公共性と営利性と両方

を考えていく｡難しいことだけど､現実にこう

いう分野の活動は非常に大きくなっています｡

また､ 2ページをご覧いただきたいのです

が､社会的責任投資とあります｡ご案内だと思

いますが､企業が環境に配慮しているのか｡コ

ンプライアンス､法令順守はあたりまえです

が､社会的責任を果たしているのか｡労働条件

をきちんとしているのか｡そういうことを守っ
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て社会的責任を果たしている企業だけの株を買

おう｡これを社会的責任投資と言います｡

世界で05年の株式総額は円でいうと4700兆

円です｡そのうちのすでに7.5%の350兆円が

この社会的責任投資です｡そういうことから分

かるように､営利性と公共性は結びつかないよ

うに思えるが､現実の中ではどんどん結びつい

ていく｡それを学問が後追いしている面もある

けれども､そのようなかたちで進んでいます｡

井上さんがおっしゃったように､真ん中の

NPO､組合等々が新しい動きとして出てくる｡

ただし､公共セクター､市場セクターはいらな

いかというと､そうではありません｡これら三

つが相互に補完し合うというかたちで展開して

いくのだろうと思います｡

福永さんのご意見については､特にお答えし

なくてもいいだろうと思います｡私の見解を補

足していただいたと思います｡

篠田さんの共生というのはまさにそのとおり

です｡この表でいうと､いまお話しした三つの

ところですね｡現実にもそういうのが出てきて

いるし､次第に大きくなっている｡そして､市

場セクターにおける企業も､もはや社会的責任

を考えないかぎり株は売れませんよ､株を買っ

てもらえませんよという状況が次第に出てきて

いる｡日本はまだまだですが､ 7.5%､ 350兆円

というのは極めて大きいと思います｡そういう

状況になっていると思います｡

早田さんの計画というのは､まず構想です

が､そのとおりです｡三つが一体とならないと

社会変革にもならないわけです｡大事なこと

は､構想を練る時に､あるいはつくる時に､あ

るいは同株に政策を推進する時に､価値判断､

価値理念がそこにあるわけです｡価値判断､価

億理念があって､そゴ1に基づいて構想なり政策

が展開される｡しかし､その価値理念は因果関

係を勉強する科学､サイエンスからは必ずしも

出てこない｡そこで現象の背後にある意味を考

える｡そこから価値判断､価値理念が出てきて

構想が成り立つ｡こういう構図ではないだろう

かと考えています｡科学は価値の実現可能性

や､これを実現した場合の影響については考察

することはできますが､価億判断はできませ

ん｡

呂く

司会　ありがとうございます｡

もうちょっとだけ壇上で話を続けたいと思い

ます｡いまご指摘いただいた点は､いくつかご

ざいますが､一つは専門性とトランスディシプ

リンの関係について｡赤尾先生､厚見先生はそ

れで納得なさるかどうかというのが第1点です

が､その点についてはいかがでしょうか｡

赤尾　田村先生の意見に全然異論はありませ

ん｡ただし､おもしろい題材として､福永さん

が出されたWTOの牛肉ホルモン事件の話があ

ります｡この会場で閃かれている方は､ EUは

危険かどうかわからないものだから､これをシ

ャットダウンするんだというのに対して､それ

はそうだと思ったと恩うんです｡ところが､た

ぶん経済学者はそうは思わないと思います｡

もし牛肉にホルモンが入っていますよという

ことをちゃんと書いてあって､その情報がちゃ

んと個人のもとに流れて､その個人の判断で､

個人の自由によって､田村先生が言われた経済

学が尊重する自由ですが､自由に判断できるも

のに対して､どうして地域機関の段階でシャッ

トダウンするのか｡個人の自由を阻害している

のではないか｡それは社会厚生を下げる可能性

があるというような議論にもなるわけです｡経

済学者はたぶんそう考えるだろうとぼくは思い

ます｡それに対して法律の人はどう考えるの

か｡そういうやりとりがトランスディシプリン

の話ではおもしろいところになると恩いまし

た｡

田村　現在､環境権の問題で排出権を売り買

いするというのがあります｡結局､金のある企

業が排出権を買ったら､それでいいではないか

という話になります｡われわれは道徳的に見

て､金にまかせていくら地球を汚してもいいと

いう理念はおかしいではないかと考えるけれ

ど､現実にこの地球の温暖化を抑えるためには

排出権取引という方法がかなり有効です｡経済

学者､その他法律家も排出権取引を考えます｡

だけど､哲学や思想のレベルからいうと､金持

ちは排出権をどんどん買って､どんどん汚しで

もいいのかという疑問が当然出てきます｡その

へんが今と同じ問題で､トランスディシプリン

というところで問題が明らかになってくるだろ
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うと思います｡

厚見　私も田村先生の答えでそんなに違和感

はなくなりました｡まさに哲学というのはフィ

ロソフィー､知を愛することであって､知を保

有するというのはまた別問題だと思います｡そ

ういう中で田村先生のおっしゃった､一つのデ

ィシプリンを徹底して深めていく時に､そこが

おのずとトランスディシプリンになるというの

は､思想史の研究者から見ても納得がいくとい

うか､なるほどと思わされるところでした｡歴

史というのは現象の総体で､現象というのは常

に全体として､総体としてあるんだと考えれ

ば､そこを特定のディシプリンから考えていく

時にはおのずとトランスになっていくんだろう

なという思いで､納得しながら閃かせていただ

きました｡

司会　第2点としまして､中間セクターとい

う話もありましたが､社会的責任投資に見られ

ますように企業というかたちをどう取り巻いて

いくかという問題｡これは井上先生の提起した

問題､それから篠田さん､早田さん､それぞれ

かかわると思いますが､まず井上先生からその

点についてもう1度コメントをいただけます

か｡

井上　先ほど田村先生が､社会的責任投資が

最近はかなり増えてきているということをおっ

しゃいました｡これから先のことはわかりませ

んが､今現在では､ ｢我社は環境や健康に配慮

している｣というふうなことを言うと､いい会

社だ､私もその会社の株を買おうということを

皆さんご自身も思われるかもしれません｡しか

し､その会社が実際に利益を出さない､経常利

益が全然出ていないとなって､自分は株主だけ

どリターンが全然得られないという時に､それ

でも社会的責任投資を続けていけるかどうか｡

ここが非常に問題だと思います｡ですから､営

利性はある程度確保しながらそういう活動をや

っていかないといけないだろうと考えます｡

80年代ぐらいに､田村先生のお話にもあり

ましたように､メセナとかフィランソロピーと

かが､結構はやった時代がありました｡しかし

ながら､日本が不況になってそういう話が立ち

消えになって､最近また社会的責任というよう

なことが出てきています｡しかし､営利性をど

こかで確保していかないと､これから先､それ

も続いていくのかどうか｡非常に疑問に感じて

います｡

田村　もちろん社会的責任という時に一番､

最大の社会的責任は､企業を継続して従業員と

家族を食べさせていくこと､これは大事な社会

的責任です｡その他､いろいろ社会的責任はあ

りますが､まず企業を継続させる努力が企業の

社会的貴任のかなり大きな部分で､非常に重要

なことだろうと思います｡そこで､企業を継続

させながら､その他の社会的責任も果たす努力

をしていくことが大事だと思います｡

その場合､企業の努力だけでそれができるの

か｡できればいいけれど､なかなかできない場

合がある｡そうすると社会的な制度の中で､例

えばイギリスの場合には､全年金基金の一定割

合は社会的責任投資に向けなくてはいけないと

いう法律をつくりました｡その結果､年金基金

の80%が社会的安住投資となっています｡ド

イツでもオーストリアでも同じような法律をつ

くって社会的責任投資としています｡アメリカ

はおもしろい国で､勝手なことをやるようだけ

ど､自発的に社会的責任投資をやっています｡

営利がないと企業は続かないが､社会的賓任も

果たさなければいけない｡それゆえ社会の仕組

みの中で､そういうものをこれから工夫してい

くことが大事だなと思います｡

司会　ありがとうございます｡

時間の関係で少しずつテーマをずらしていか

なければいけないのですが､もう一つ､論点と

して挙がってきたのが共生の問題です｡そし

て､これはもちろんそれを支える価値をどうや

ってつくり上げていくのかという部分を含むと

思います｡

お3人の方にはその点について言及していた

だきたいのですが､福永さんの場合には､国同

士で考え方が違う中で､価値を共通して見つけ

だしていくためには何ができるのかということ

にもう1度言及していただきたい｡篠田先生､

早田先生はそれぞれの立場からコアビタシオン

というか､共生という観念を出していただきま
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したが､それを価値として考えるのか｡それと

も､場合によってはプラクティス､実践として

つくり出していくものとして考えるのか｡その

ような点についても一言いただければと思いま

す｡福永さんからよろしくお願いします｡

福永　先ほどお話しさせていただいた時に､

WTOは以前は経済あるいは貿易といった側面

だけに焦点を合わせていたけれど､それに対し

て批判があって､人権とか環境といった問題に

ついても配慮すべきという声が出てきた｡そし

て､そういう方向に向いていっているというよ

うな話をしましたが､ただ､経済的な価値､あ

るいは非経済的な､環境とか人権といった価値

は､常に共生しうるようなものではなくて､衝

突する場合が少なからずある｡ホルモン牛肉の

話もそうです｡では､そういったものをどうバ

ランスしていけばいいのか｡これは非常に難し

い問題です｡

いま一つあるのは､ WTOのような国際組織

の民主主義的正統性を高めるべきだという議

論｡これは､いろいろな価値を標傍しているさ

まざまな人たちの意見を反映する手続きを設け

るべきだ｡例えばWTOの場でいろいろな市民

グループが意見を表明する機会を与えるべき

だ｡そこでさまざまな価値をぶつけ合って､一

番みんなが納得できる方向性を兄いだしていく

べきだという議論です｡ただ国内的にはそうい

ったことができるかもしれない｡国内的な民主

過程では可能かもしれないけれど､果たして国

際社会のような共有されている価値観がないよ

うなところで､そういったことを本当にできる

のかどうかというのは非′馴こ難しい｡まさにこ

れから私が研究していきたいと思っているよう

な課題ということになります｡

篠田　私はやはり実践のほうを考えたいわけ

です｡私が先ほど言ったような学校のモデルが

ないわけではなくて､例えばアメリカの､もと

もとJewishがスポンサーになった学校ですが､

ブランダイズという優秀な学校はソーシャル

MBAというのを出します｡ビジネスという一

つのメソッド､あるいはアントロプリナ-シッ

プでもいいですが､そういう一つのコンセプト

あるいは体系を社会政策の中でやれないか｡そ
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ういうことはすでにビジネススクールとかパブ

リックポリシー､公共経営などという､うちも

ありますけれど､そういうところで一部科目に

はなっています｡プランダイズはそれを全面に

出して､全米のその分野のビジネススクールの

トップ3に入っている学校でして､大変興味深

い学校です｡

最近は教育学部と社会福祉の学部が合体して

新しいコーディネーター､いわゆるソーシャル

ワ-か-という人たちがもうすでにコーディネ

ーターとしているわけですが､もう少しそれを

幅広いかたちで､社会のさまざまな共生のため

のオルガナイザーとして教育していこう｡社会

福祉関係と教育関係の学部再編というのがいま

アメリカではかなり大がかりに行われていま

す｡

カナダではもともと紛争解決学というスタデ

ィーズがアンダーグラデュエートのレベルでど

こでもある｡もともとカナダというのは､そう

いうことをすることを自分たちのグローバルな

アイデンティティーと考えていますから､ご承

知のように､いろいろな紛争地域にはカナダの

人たちがいろいろなかたちでコミットしていま

す｡早い段階からそういうかたちで教育をし､

実践化をつくり出している｡そういうことをや

っているので､われわれもしていいのではない

かなと思っています｡

早田　まちづくりの分野で共生あるいは協働

というのは実践のキーワード以外の何ものでも

ない｡ところがより深く考えてゆくと､例えば

お互い利用し合うという意味で共生ということ

もありますし､線引きをして､口もきかないけ

れど､けんかはしないという消極的な協働もあ

ります｡

合理的な共生もあれば､一面で地域エゴと

か､不条理みたいなものとも共生して乗り越え

ていかなければならない社会的な共生が現場で

はごちゃごちゃになっています｡事実に沈潜し

て紐解くことが間　解決する側の専門ですが､

その教養として他のゼミで専門としてやってい

ることが必要になってくる｡知の動員が逆にな

ります｡その訓練がお互いできるのが社学の強

みだと思います｡
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司会ありがとうございます｡

これを受けて田村先生には､社会科学として

の見方と､共生というものの実践をどう結びつ

けるかという質問が当然予想されますが､それ

にお答えいただく前に､会場から多くの質問用

紙をいただいていますので､それを含めて田村

先生にご回答いただくというかたちでお願いし

たいと思います｡

私のほうでご紹介させていただきます｡質問

用紙は全部で26枚いただきました｡わ讃1われ

が思っていたものよりも､はるかに皆さんの熱

心な参加をいただいたということで､大変うれ

しく思っています｡ハッピー･フォーティー

ズ･アニバーサリーというイラストまでいただ

きました｡ありがとうございます｡

質問は大きく二つに分かれます｡一つは､社

会科学部の現在のカリキュラムを反省的に見直

して､将来､社会科学部としてこういう教育を

目指すべきではないかという提言を含んだも

の｡あるいは､その状況の中で､今のカリキュ

ラムでおれたちにいったいどうなれと言うの

だ｡あるいは､どういう夢を示してくれるのか

という質問が一方にあります｡もう一つは､田

村先生の基調講演の内容に関して､その内容を

明示して､それを具体的な夢につなげていただ

きたいという質問がいくつかあります｡

敢初に､田村先生に考えていただく時間も含

めて､私のほうで第1の質問のごくごく要約だ

け紹介させていただきます｡われわれにとって

は耳の痛い言葉も並んでいますが｡社会科学部

4年生｡科目の羅列をして､あとはすべて学生

任せにしている､無黄任だと思う｡もっと総合

化の道筋を立てやすいカリキュラムを組む必要

があると思うというご指摘をいただいていま

す｡あるいはその中で､総合という問題を解決

することに熱心な教員(田村先生など)の授業

を必修にし､総合化への道筋を立てやすいカリ

キュラムを組む必要があるというご指摘です｡

同じく社会科学部生｡社会科学部で勉強した

場合､広く浅く勉強することになってしまう｡

そうならないためにどうすればよいのか｡回答

を求めていらっしゃる質問｡あるいは同じく社

会科学部生｡学問のつまみ食いに陥ってしまう

のではないだろうか｡社会科学部の強みってい

ったい何なのかというご質問｡それに関連にし

て､もっと現代問題､具体的に教育や政治､社

会事象の面から哲学的､歴史的観点から現代を

見る授業を増やしてほしいという提言｡

学際的研究を尊ぶがゆえにそれぞれの専門性

が浅いという批判をしばしば受ける｡どう答え

るのか｡同じく社会科学部生｡それから､専門

家の育て方のようなものをまず決めておく必要

があるのではないか｡社会科学部において育て

方の方法論は確立されているのだろうかという

ご質問｡社会科学部生｡スペシャルゼネラリス

トを育てるという提起を田村先生にいただいて

いるが､これが可能なのだろうかというご質

問｡社会科学部生｡本当に社会科学部のカリキ

ュラムで学際的な勉強ができるのだろうか｡ど

うも浅い勉強しかできないのではないか｡しっ

かりした学問的土台､つまり尊t刊生を持ったう

えで隣接諸科学の学問分野を取り入れていくよ

うなカリキュラムが必要である｡社会科学部の

匿名希望さん｡

テーマごとの学際研究は難しい｡例えば複数

ゼミ所属などを可能にすることによってつなが

りをつける必要があるのではないか｡社会科学

部生｡もっと実利的､現実的には､新設される

文化構想学部との対比でどのようなスタンスを

打ち出していくことになるのだろうかというご

質問があります｡これらの質問につきまして

は､基本的にはスペシャルゼネラリストとして

いま社会科学部で学ぶわれわれは何を目指すべ

きか｡これはたぶんほかの先生に聞けばほかの

答えが返ってくると思いますが､今日のところ

はとりあえず代表して田村先生にお答えいただ

くというかたちにしたいと思います｡

あと10適ほど､田村先生の内容にかかわる

質問をいただいていますが､これを私のほうで

要約するのは必ずしも適切でないので､田村先

生のほうで簡単に要約していただいて､お答え

できるものは答えていただく｡場合によって

は､時間の関係もありますので､また別の機会

に譲るものも出てこようかと思います｡その点

については司会の不手際があったことをお詫び

しまして､お願いいたします｡

田村　いろいろなご意見があってなかなか難

しいのですが､基本的には先ほども申しました

ように､うちの学部でまずできることは､さま
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ざまな専門の先生がいらっしゃるので､現代の

重要な問題について､その先生たちがグループ

をつくって社会科学総合研究をする｡これを充

実させることが一番重要です｡社会科学総合研

究を充実させて､そこでいろいろな視点を持

ち､同時に自分の経済なら経済の専門を勉強す

る｡そうすると､経済なら経済の勉強をしてい

った中でもっておのずとトランスするという方

向が出てくる｡社会科学部がまずできることは

社会科学の総合研究を充実させることだろうと

思います｡

もう一つは､社会科学部ができた時にはあっ

たけれど､社会科学基礎研究というのがありま

す｡基礎研究は複数あったのですが､どんな社

会科学を勉強するにしても､最低限このぐらい

のものはなくてほならないという､その基礎研

究をあるいは復活させてもいいのかなと考えて

います｡これはいろいろな意見があると思いま

すが､そんなふうに思っています｡

カリキュラムのことはともかくとして､質問

がいくつか来ているのでこれについてお答えし

ようと思います0 -つは､いったいそんなこと

を言っても現実にどうしたらいいのか｡どうい

う社会をわれわれは目指したらいいのか｡これ

だけ経済主義に轟されているのにそんなことが

できるのか｡市民的な中間組織といっても､そ

れに入っている人間はいいけれど､入れない､

マイノリティーが問題ではないか｡まさに重要

な問題ですので､そういう問題に対してお答え

したいと思います｡

私は日本を､あるいは世界を見る将に､ビジ

ョンとしては､ゆとり､公正､連帯という三つ

を掲げます｡ゆとりというのは､物心両面のゆ

とりです｡物のゆとりというのは､日本は成熟

飽和経済である程度到達したと思っていました

が､小泉内閣以来､極端な2極化に進んで､経

済的にも厳しい人がたくさん出てきています｡

そこで､物のゆとりのほうもどんなふうに考え

ていくかo　これは一企業だけではなくて社会全

体で考えていく｡特に分配の問題を考えなけれ

ばいけない｡例えば大企業はいま労働分配率を

55%まで落としました｡一般企業は70%から

62%まで落としています　55%まで労働分配

率を落としたから､いま利益が上がっているの

はあたりまえです｡それをもう少し何とかしな
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ければいけないと思うけれど､産業界はもっと

税金を落とせ､法人税を落とせと言っていま

す｡その-んのバランスは国民全体で考えるべ

き問題だろうと思います｡税制と社会保障およ

び労働条件に関する法律の改正が不可欠です｡

心のゆとりはまったく少ないですね｡徹底的

に労働時間を減らしていかなければならない｡

労働時間を半分に減らして､たとえGDPが半

分になったとしても､ GDPが半分になる弊害

をみんなが平等に受けたら､今の家計の消費水

準はたった4%落ちるだけです｡これは消灯を

こまめにするとか､残飯を残さない食生活をす

るとか､車を使わずに歩いて買い物に行く等々

だけで簡単にクリアできて､はるかに人間らし

い､環境にやさしい生活になる｡ところが､そ

れほどのマイナスではないのに､そのマイナス

をいま特定の人に押し付けている｡そこでこの

8年間､年間3万人以上の自殺者が出ていると

いう状況です｡こ讃1はやはりいけない｡徹底し

て労働時間を減らして､ ｢同一労働は同一賃金｣

というオランダ型のワークシェアリングを推進

することが一番大事だろうと思います｡それが

ゆとりということだと思います｡

もう一つは公平ということです｡公平という

のは､先ほどお請にありましたように､交換の

正義｡ 5働いた者には5､ 10働いた者には10を

という経済の考え方と､必要に応じた分配とい

う｢分配の正義｣､それから機会の均等｡この

三つがうまくミックスしているのが公正だと思

います｡交換の正義は市場に任せていけばでき

ます｡ところが､分配の正義とか機会の均等と

いうのは行政あるいは公企業がやらないとなか

なかいかない｡しかし､行政はわれわれの税金

に拠っているから十分というわけにいかない

し､行政は法律に基づいて画一的にやらなけれ

ばならないから､かゆいところに手が届くとい

うわけにいかない｡その穴を埋めるというかた

ちで先ほど言った共生セクターですね｡連帯､

ボランティア､地域ボランティアというものが

どうしても必要になります｡

そこで､これからの社会のビジョンは､ゆと

り､公正､連帯｡別な言い方をすると､市場と

行政とボランティアが三位一体となった社会を

つくっていくことです｡そのためにも徹底的に

時短をして労働時間は半分にすべきである｡た
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とえGDPが半分になったとしでも｡絶対に半

分になりませんが､なったとしても､それがい

いだろうと思います｡

これまで経済主義がはびこってきたのに､そ

んなことできない､と言うかもしれません｡先

ほど申しましたように一気にはいきません｡し

かし社会的責任投資は世界では7.5%にものぼ

っている｡この事実を見ると､日本だけがその

例外というわけにいかないので､少しずつであ

るけれども､私は進むだろうと思います｡

私は国の独立と学問の独立ということを言い

ましたが､そんなことを言っていいのかという

質問｡北欧型のことを考えたり､いま私もオラ

ンダ型のワークシェアリングのことを言いまし

たが､日本は独自なことをやれとかそういうこ

とではありません｡いいところはどんどん採り

入れるべきです｡ジェンダーの問題にしても何

にしても､いいところは北欧型であろうとオラ

ンダ型であろうと､アメリカ塑だっていいとこ

ろがあればどんどん入れるべきですが､その取

捨選択をきちんとしなければいけません｡残念

ながらいまアメリカ一辺倒という大きな流れが

出てきているので､これは学問的にもきちんと

チェックすべきだと申し上げたわけです｡

スペシャルゼネラリストが活躍できる社会に

なるか｡なるかどうかは本人次第だろうと思い

ます｡問題は､スペシャリストであることは極

めて重要ですが､スペシャリストである前に総

合的な人間､全人的な総合的な人間ですね｡そ

のうえでスペシャリストでないと､ウェーバー

が言ったように､精神なき専門家になってしま

う｡あるいは､単なる享楽家になってしまう｡

これではいけません｡全人性をまず大前提にし

て､そのうえでスペシャリストというものを考

える｡そうなjtば当然､スペシャルゼネラリス

トは大いに活躍できるだろうと思います｡

いろいろなお話があったけれど､ NPOとか

共生セクターは皆さんがおっしゃったようなと

ころでお考えいただければよろしいのではない

かと思います｡ルーマンのシステムと環境の問

題については､具体的な学問になりますから､

これは割愛させていただきたいと思います｡だ

いたいそんなところでよろしいでしょうか｡

司会　ありがとうございました｡

先ほどいただきました学部のカリキュラム

等々にかかわる質問については､私どものほう

で責任を持って学術院長のほうへ､先生にもう

1度突きつけまして､何とかしろという方向で

議論を--｡これは大西学術院長の問題ではな

くて､われわれ学部教授会メンバー全員の問題

というかたちで認識していますし､今日のこの

シンポジウム自身､そういう流れの中でのシン

ポジウムでもあったわけですので､きちんと受

け止めたいと思います｡

社会科学のあるべき道について､特にこれか

ら自由､平等､共生という観念をどういうふう

に結びつけていくのか｡これはとても今日の段

階で結論の出る問題ではないということですの

で､皆さんにいただきました質問用紙はわれわ

れのほうで回覧しまして､社会科学部スタッフ

の学問研究に生きるようなかたちで生かしてい

きたいと思います｡

もうちょっとていねいに一つひとつお答えす

べき質問ばかりで､こういうかたちで概括的に

扱うのは失礼にあたる部分があるのですが-
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田村　西原さん､ちょっとよろしいですか｡

政治のことで政治参加がないのが､日本の特

徴かという質問がありましたが､いや､そんな

ことはないと思います｡先ほど申しましたよう

に､参画型の民主主義が今だんだんに動いてい

ます｡先ほどお話のあった､参加のまちづくり

等々がそうです｡時間の問題でそれはだんだん

解決していくけれども､われわれが大いに自覚

しながらやらなければいけないということだろ

うと思います｡

それから､マイノリティーの問題ですが､中

間組織をつくっているけれど､それに入らない

のがいるではないか｡まさにそうです｡そこに

手を伸ばす｡ですから､いま労働組合は非正社

員の組織化を徹底してやらなければいけない｡

たまたま私もかかわっているのですが､ 10万

人とか20万人ではやったことにはならない､

徹底的に非正社員を組織化しなければいけな

い｡あるいは､正社員の組合費は5000円なら

5000円だけど､非正社員から5000円は取れな

い｡ 1000円しか取れない｡ 4000円はどうする

か｡自分たちの自腹を切ってもやらないといけ



社会科学の現代的課題と大学の使命

ない｡非正社員を組合化して｢同一労働同一賃

金｣にする｡これは経済的にも消費性向が上が

るわけですから､大事なことだと考えてそうい

う方向に向けています｡実は5年の時限立法で

｢多様就業型ワークシェアリングを推進する｣

という法律もあるわけです｡ただ､それをやっ

ていなかっただけですので､これをもう少し延

長させてきちっとやることが必要だと思ってい

ます｡

司会　ありがとうございました｡質問者の皆

様からいただいた観点はとても重要な観点ばか

りですので､これもわれわれ教員の研究に生か

していきたいと思います｡

今日のシンポジウムを閉じるにあたりまし

て､社会科学学会との共催になりますが､社会

科学学会の､副会長と呼ばれていますけれど､

会長は学術院長が兼任になっていますので実質

上の運営費住着である弦間正彦先生から最後､

まとめの言葉をいただきたいと思います｡

弦間　在校生､卒業生､一般の参加の皆様､

また講演者､パネリストの皆様､本日は社会科

学部創設40周年記念シンポジウムにご参加い

ただきまして､どうもありがとうございまし

た｡本日のシンポジウムは､ますます進化する

社会科学部をお見せするよい機会になったと思

います｡

われわれを取り巻く政治､経済､社会情勢､

国際関係､また自然環境は刻々と変化してきて

います｡学部設立当初は高度経済成長の過程に

あり､現在の中国に似ていますが､経済は伸

び､国民の生活は豊かになっていく一方で､無

理をした部分だけ環境汚染など､ほころびが目

立ってきている時代でした｡現在はこれとは変

わりまして安定成長の時代に入り､世界の国と

協調しつつ､国民の安全で安心な生活を確保す

るのが重要な時代になってきています｡そし

て､わが国が国際的に担う役割もますます大き

9i

くなっています｡

10年ほど前､大学院社会科学研究科がスタ

ートする時に､同じようなシンポジウムを同じ

ようなテーマについて行いました｡本日と同じ

ように田村正勝教授が基調講演を行い､私を含

めてパネリストがそれぞれの立場から､ ｢既存

の学問領域にとどまらず､それを超えて理解を

進めていくことが重要である｡｣ということを

議論しました｡ただし､その場では具体的にど

うしたらよいのかという論争は､時間の関係も

あり不十分でした｡本日はより進化し､より具

体的に､またより深化した理解に近づいた議論

が展開されたという感想を私は持ちました｡

時代が変わっても複眼的な視点や内観的な考

察で事象を見る重要性については､変わりない

ものと思います｡分析の対象は変化して､また

分析の手段は進化しても､時代を分析するわれ

われの基本的姿勢を変える必要性はありませ

ん｡この社会科学部で時間を共有し､切碇琢磨

し合った在校生の皆さんは､この経験を忘れず

に､卒業後も社会人として身につけた分析能

力､理解力を使って輝いていただきたいと思い

ます｡

創設40周年を記念して22本の学部学生の研

究論文を集めた｢学生論文集｣も刊行されまし

た｡皆さん､お受け取りになったと思います｡

また､今回の講演､議論の内容は年度末に刊行

される｢早稲田社会科学総合研究｣の中で文章

の形で永遠に保存され､ウェブ上でも公開され

ることになっています｡本臼はお忙しい中､時

間を割いてご参加いただき､本当にありがとう

ございました｡

司会　ありがとうございました｡ 2時間40分

にわたるシンポジウムでしたが､お付き合いい

ただきました皆様､本当にありがとうございま

した｡これにて社会科学部創設40周年記念シ

ンポジウムを終わります｡



社会科学の現代的課題と大学の使命

田村　正勝
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(1)大学の社会における定位-学生､研究者･教育者および職員の共同体

1)学生の｢根源的な問いかけ｣と｢自己の陶冶｣の場

｢人生の意義についての問い｣ &無自覚な｢パスポート論｣

狭義の科学と｢広義の学問(dieIdeeernesWissens)ヤスパース｣

①Boys, be ambitious !とは

②大学の大衆化とパスポート論

③トつの知｣という理念に導かれた諸科学の協働･諸科学の統一-生とは何かについての啓示を得

る､自己の陶冶に資する思考

2)大学に対する｢社会の根源的な要請｣ -真理の探究､ ｢学問の自由｣を保障する意味

時代におもねることのない研究と社会の方向性の提示-時代の批判的認識

社会に役立つ人材の育成一企業や社会に役立つとは何か､科学的知識や実用学だけか!

3)大学の使命-学生･教員･職員が形成する｢歴史的空間的な共同体｣の形成により､ ｢学

生の根源的な問い｣と｢社会の根源的な要請｣に応える

①よき研究者-よき教育者:教育と研究の一体化

(2)歴史における｢現代｣の定位-近代の軌跡と危機

1)合理化の進展-物的繁栄と精神および自然に対する負荷

*｢精神なき専門家(社会という機械の歯車)｣ ｢心情なき享楽家(ホモ･エコノミクス)｣

-全人性と自由喪失プロセスの｢鉄の艦｣

*｢人間離脱病｣ -合理性と非合理性の緊張関係から合理主義へ､社会操作的技術の発展･計画化､

自由秩序から拘束された秩序へ

(信仰の喪失､自然との親しい関係､人間どうしの親しい関係の喪失)､情報による拘束

2)近代文明の危機- ｢3つの人間解放｣と｢3つの破壊｣

①魔術からの解放､貧困からの解放､社会的政治的抑圧からの解放

②自然の破壊､地域共同体の破壊､精神･文化の破壊

根底にある思考と制度の限界-経済主義と中央集権的国家

3)グローバル化とローカル化およびコミュニティの再興

①経済主義のグローバル化&匡=祭ボランティア等のグローバル化

②ローカル化:コミュニティの再興

i )参画型の民主主義

ii)地域文化の見直し

(限界過疎地53%)

参加のまちづくり



社会科学の現代的課題と大学の使命

[2ページ]

(3)社会科学の反省

1)社会科学の発展と特殊化･断片性の反省-現象は総合的､ "悪魔は部分の最適化''
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合理的認識-分析的､分別的認識-･遺徳哲学･社会哲学･法哲学から社会諸科学を導

く　一･科学の専門特化

①価値判断ぬきの経済諸量の関数的力学的分析､予定調和とホモ･エコノミクスの前提-経済グロ

ーバリズムと環境問題､格差社会､ etc.

(経済成長に伴う環境破壊と格差社会(ex.最近の日本､中国)､市場の失敗､経済グローバリズム

と環境問題､自由貿易と農業･地産地消､ WTOと労働･環境問題､理論モデル(思惟構成物)と

現実の東経) -･学際的考察(inter-discipline, trans-discipline)

②政党政治と議会制民主主義の矛盾問題､民主主義原理が内包する矛盾､官僚政治､ etc.

政党政治の発展..一･･･-多数決のみへ､社会の政治化･価値多元的社会化･国家の社会化-･官僚政

治､個人主義的自由主義(個別意志) &共同体(一般意志)､リベラリズム&コミュニタリアニズ

ム

③企業の営利性と社会的安住の問題､マーケテイングと環境問題､ etc.

企業とステークホルダー､コンプライアンス､企業の社会的賛任､フイランスロピー､メセナ

社会的安佐投資(SRI) -世界4700兆円の7.5% (350兆円)､日本570兆円の0.05% (0.3兆円)

④法実証主義における合法性と正当性の問題

ex)水俣的構造､法律と医療問題､法の存在論的性格(普遍意志､倫理的価値　Kaufmann､最小

限の形而上学が不可欠:経験の中にない根本規範を前提にする　Kelsen)

⑤コミュニティの崩壊､都市および農相の再興､家庭の変容

少子高齢化社会､コミュニティ･ケア､過疎･過密社会､コミュニケーション

⑥世界の地域に関する､複眼的考察と内観的考察(住民の目線に接近した考察)の要請

ex)アジアの経済発展と小児嘱息､環境破壊､農村破壊､ GDPで測れない生活(サモア､ラグク､

etc.)､水俣的構造､カール･レ-ヴイツトの警告､地域紛争

2)社会科学の総合化の試み(総合-の転換　Rothacker) -開かれた思考:部分を否定しな

いが､部分をより大きな全体の部分だとみなす志向

①社会システム論(形式的総合化)-非整合的もしくは非合理的部分の切捨て

i)すべての科学に共通な一般システム(フィードバック思考) :一定の社会システムを前提とし

て個人の役割分析-静態的(ランゲ､バートランフィ､イーストン､ラバポート)

ii)思考のパターンの共通性に基づく科学の統一(ボールデイング｢ポピュレーションシステム､

交換システム､脅迫システム､学習システム｣により社会諸科学の枠をはずす)

[3ページ]

②個(システム)と環境の相互作用:鳥轍図的理解､問題発見に優れるが､目線が問題

オートポイエーシス論(ルーマン)

③批判社会論(アドルノ､ホルクハイマ-)

個と全体の相互否定的全体性､批判的把握に優れるが､建設的な実践性に欠ける傾向

史的動態性､生活世界の目線の把握

④学際的考察- ｢`▲科学的レベルだけにおける"学際科学｣の構築は困難･矛盾の包含

(4) ｢社会科学部｣の創設と社会科学の総合化-初めての｢社会科学部｣創設

1)社会科学部の創設の目的と意義



94

(∋時代認識(現代の定位)､近代文明の功罪に関する認識- ｢理論･政策･歴史｣の一体的把握

②社会科学の総合化-学際的研究(inter-discipline, trans-discipline)

political economy, socio-economics

③社会人にも開かれた学部

2)社会現象とその意味の探求- ｢現象｣と｢現象の背後にある意味｣の総合的考察

｢支配(作業)の知(Herrschaftswissen)｣と｢本質の知(Wesenswissen)｣ ｢救済の知

(Erlosungswissen) ｣

①思想･哲学と社会科学の結合-科学的認識の相対化､アレティアとは

*科学的認識の相対化: ｢科学のパラダイム｣と｢科学的認識｣の性格を問う…パラダイム転換と

科学的認識の本質(カント､クーン)

*科学と哲学の結合:科学の背後にある"物語" (思想･哲学･理念)に関する認識

ex) ｢市場主義経済学｣ ｢進化論｣の成立と｢プロテスタントの予定説(選びの思想)｣ ｢議会制民

主主義論｣と｢予定調和思想｣

②真理･理念の普遍性について-現象を通じて部分的にのみ現れる普遍性･真理の認識-フアク

ツに関する学際的考察の要請

*矛盾しながらともにある｢重々無尽な関係｣ (華厳経)のフアクツの把握

即非律(金剛般若経) -科学的真理と科学では捉えられない意味についての理解

クザ-ヌス｢反対者の一致｣

｢ありてあらぬ普遍性･理念･本質｣ -プラトン｢イデア｣､プロチノス｢至る所にあるが何処

にもない｣､へラクレイトス｢万物流転｣

シェリング

i )現象を分節化し命名する｢分節化意識｣ (ratio悟性) -･科学

ii)諸現象を貫く普遍に向かう｢無限への意識｣ (intellectus総合的直観) I-哲学､宗教

[4ページ]

(5)社会科学の課題と大学の使命

1)早稲田大学の建学の精神｢学の独立｣の実践-近代的科学の評価と批判

"学問の独立が国家の独立に繋がる" -輸入学問の批判と正しい受容および新たな建設

ex)エコノミクスの支配とアメリカンスタンダード押し付けと受容(アメリカの対日年次改革要

望書)

2)社会の道しるべ(Wegweiser) -フアクツ･理論･理念の相互考察による､社会に芽生え

た歴史の正しい方向性の発見とその意味づけ

ex)合理主義と営利主義の結合の相対化､企業の社会的賓任と収益原理の相補性､環境NPO､参

加のまちづくり､地域通貨､エコ･バンク､コミュニティやNPOの動向､食と農のネットワ

ーク､ eta.



社会科学の現代的課題と大学の使命

担い手 誘引 機能 規範 結果

公共セクター 行政 公益 公助 補完 ●平等 福祉国零しo i;ji駆

共生セクター 中間組織 共益 共助 連帯 ●互酬 市民的世直し

市場セクター 企業､ 個人 私益 自助 効率 ●自由 2橡化社会

(Gemeinschaft. Gesellschaft, Genossenschaft -community ; cum (ともに) + unus (1つ))

3)社会科学の総合化による全体性の把握

①学際的考察と形而上学的考察の結合

②テーマごとの学際的研究-各分野から多面的に:社会科学部の真骨頂

③理論･政第･歴史の一体的考察-法律･諸制度についても同様

4)大学構成員の｢自己の陶冶｣ -教育と研究の相補性

(参考)

(-)近代文明のプロセスと構造および功罪

近代化の3つのプロセス 近代化の成果(3つの人問解放)

合 潜ま的 ●科学 的恐考 > 魔 術か らの解 放 蝣HI 俗化

]二葉化 - 什川か l"ll/l軒 仙

民 主化 ) 政治 的社会 的抑ff :か らの解 放

近代化のコスト(3つの破機)

ド-黙 s~>i?i

地域共pj体の敵城 (過疎過幣社会､ 少子T,笥齢化社会)

粍神 と文化の破壊 (過剰な物的幾かさ)

(二)脱近代･明目のコミュニティ実現のために

倫理･道徳と｢聖なるもの｣の回復による経済主義思想の克服

9～

(1)倫理遺徳-文化や信条や宗教の相違を超えた共通な｢生の条件｣と｢痛みの回避｣とを最重視す

る倫理道徳観-1)自然的条件　2)人間的な相互扶助

(2)聖なるもの-1)自然に対する畏敬の念:見える自然に対するエコロジー思想と､見えない自然

(自然総体の命の流れ)に対しての畏敬　2)無限のものを追求する姿勢


